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は
じ
め
に

京
都
西
山
の
嵐
山
は
古
代
よ
り
景
勝
の
地
と
し
て
名
高
く
、
近

世
に
お
い
て
も
数
多
の
名
所
案
内
記
に
紹
介
さ
れ
、
ま
た
訪
れ
た

諸
人
の
手
で
見
聞
記
に
書
き
留
め
ら
れ
た
。

近
世
の
嵐
山
は
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
上
知
令
に
よ
り

国
有
林
と
な
る
ま
で
、
天
龍
寺
が
寺
領
（
境
内
）
と
し
て
管
理
し

た
（
１
）
。
そ
の
天
龍
寺
に
は
『
年
中
記
録
』
と
い
う
寺
務
日
誌
が
伝
来

す
る
（
２
）
。『
年
中
記
録
』
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
か
ら
万
延
元
年

（
一
八
六
〇
）
ま
で
約
一
五
〇
年
の
間
書
き
継
が
れ
た
。
寺
務
日
誌

と
し
て
の
『
年
中
記
録
』
に
は
、
天
龍
寺
の
宗
務
か
ら
寺
領
支
配

に
至
る
ま
で
寺
院
経
営
の
全
般
に
わ
た
る
膨
大
な
記
事
が
書
き
留

め
ら
れ
て
い
る
（
３
）
。
そ
の
な
か
に
、
全
体
か
ら
す
れ
ば
僅
か
で
あ
る

が
、
嵐
山
に
つ
い
て
書
き
留
め
ら
れ
た
記
事
も
存
在
す
る
。
そ
の

記
事
は
、
例
え
ば
名
所
案
内
記
の
よ
う
に
風
光
明
媚
を
讃
え
た
り
、

諸
人
集
う
繁
華
な
さ
ま
を
喧
伝
す
る
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
支

配
す
る
者
の
目
を
通
し
て
冷
静
に
取
捨
選
択
さ
れ
た
簡
潔
な
記
録

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
情
報
量
は
豊
か
と
は
い
え
な
い
が
、
断
片

を
丁
寧
に
拾
い
集
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
嵐
山
を
め
ぐ
っ
て

繰
り
広
げ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
営
み
の
跡
が
刻
み
込
ま

れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、『
年
中
記
録
』
に
書
き
留
め
ら
れ
た
営
み
の
う
ち
、

春
、
嵐
山
の
麓
の
河
原
に
出
店
さ
れ
た
日
切
茶
店
の
営
み
を
通
し

て
、〈
花
の
嵐
山
〉
の
成
熟
を
追
う
。
嵐
山
を
訪
れ
る
人
び
と
を
目

当
て
に
商
い
し
た
日
切
茶
店
の
営
み
は
〈
嵐
山
〉
と
い
う
名
所
文

化
の
一
つ
の
指
標
に
な
る
と
い
え
る
。
そ
の
日
切
茶
店
の
営
み
―

出
店
数
・
出
店
期
間
・
出
店
人
等
の
推
移
―
を
手
掛
か
り
と
し
て
、

古
代
以
来
の
名
所
嵐
山
が
近
世
と
い
う
時
間
の
な
か
で
ど
の
よ
う

に
変
容
し
た
の
か
、
そ
の
一
面
を
み
つ
め
て
み
た
い
。

近
世
の
嵐
山
と
日
切
茶
店

―
天
龍
寺
の
寺
務
日
誌
を
素
材
と
し
て

―

谷
　
山
　
勇
　
太
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一
　
近
世
中
期
の
日
切
茶
店
と
嵐
山

（
１
）
近
世
の
嵐
山
に
営
ま
れ
た
日
切
茶
店
―
序
説
と
し
て
―

寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
刊
行
『
都
林
泉
名
勝
図
絵
』
の
挿

絵
〈
図
１
〉
に
は
、
花
の
嵐
山
を
行
き
交
う
人
び
と
と
と
も
に
、

大
井
川
の
中
州
や
河
原
で
小
屋
掛
け
に
憩
い
、
あ
る
い
は
床
机
へ

腰
掛
け
た
り
、
筵
敷
き
に
く
つ
ろ
ぐ
人
び
と
が
描
か
れ
る
（
４
）
。
こ
の

頃
、
寛
政
元
年
三
月
に
嵐
山
を
訪
れ
た
司
馬
江
漢
が
「
此
比
は
出

張
の
茶
屋
あ
り
、
床
木
を
貸
。
床
机
の
足
を
流
れ
に
ひ
た
し
盃
を

持
て
は
花
ひ
ら
飛
来
て
酒
に
い
る
。」（『
江
漢
西
遊
日
記
』
（
５
）
）
と
述

懐
す
る
よ
う
に
、
嵐
山
を
訪
れ
た
人
び
と
の
多
く
は
、
麓
を
流
れ

る
大
井
川
の
河
原
に
営
ま
れ
た
茶
店
に
息
を
休
め
、
飲
食
し
な
が

ら
名
所
を
楽
し
ん
だ
。

近
世
中
期
以
降
、
天
龍
寺
の
境
内
で
あ
る
嵐
山
の
麓
、
大
井
川

の
河
原
辺
に
営
ま
れ
た
茶
店
は
、
次
の
三
種
類
に
大
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

¡

三
軒
屋
（
三
軒
茶
屋
（
６
）
）

天
龍
寺
の
南
側
河
岸
、
大
井
川

を
挟
み
嵐
山
を
正
面
に
臨
む
場
所
に
建
つ
。
三
軒
屋
は
居

宅
の
一
部
を
貸
座
敷
と
し
な
が
ら
、
実
態
と
し
て
茶
屋
も

兼
ね
て
営
業
し
た
。

™

京
都
日
切
茶
店
　
嵐
山
近
隣
を
除
く
洛
中
洛
外
所
々
の
遊

． ． 

〈図１〉『都林泉名勝図絵』巻５
（『新修京都叢書』第９巻［臨川書店、19756年］）
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興
地
の
茶
屋
（
市
掛
商
人
）
が
同
地
ま
で
出
張
っ
て
き
て

出
店
し
た
日
切
茶
店
。
以
下
、
本
稿
で
は
京
都
日
切
茶
店

と
総
称
す
る
。

£

門
前
日
切
茶
店
　
天
龍
寺
門
前
を
は
じ
め
、
天
龍
寺
が
境

内
と
し
て
惣
支
配
し
た
川
端
村
ほ
か
の
諸
村
、
塔
頭
別
院

門
前
の
者
が
営
ん
だ
日
切
茶
店
。
ほ
か
に
法
輪
寺
門
前
か

ら
の
出
店
も
こ
の
種
類
に
包
括
す
る
。
以
下
、
本
稿
で
は

門
前
日
切
茶
店
と
総
称
す
る
（
７
）
。

こ
の
う
ち
、
¡
の
三
軒
屋
を
除
く
™
と
£
が
、
あ
る
一
定
の
期
間

に
限
り
出
店
さ
れ
た
日
切
．
．

茶
店
で
あ
る
。

こ
の
日
切
茶
店
が
営
ま
れ
た
大
井
川
の
中
州
や
河
原
は
天
龍
寺

領
で
あ
っ
た
（
８
）
た
め
、『
年
中
記
録
』
に
は
日
切
茶
店
の
出
店
記
録
が

い
ち
い
ち
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
近
世
中
期
以
降
の

嵐
山
に
出
店
さ
れ
た
日
切
茶
店
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
記
録
を
基

と
し
て
™
と
£
の
出
店
に
大
き
く
二
別
し
、
年
表
化
し
た
も
の
が

〈
表
１
〉〈
表
２
〉
で
あ
る
。
次
節
以
降
、
日
切
茶
店
の
営
み
と
嵐

山
に
つ
い
て
、
両
表
を
参
照
し
つ
つ
、
時
間
を
軸
に
述
べ
て
ゆ
き

た
い
。

（
２
）
一
八
世
紀
前
期
の
日
切
茶
店

一
八
世
紀
前
期
の
『
年
中
記
録
』
に
お
い
て
、
日
切
茶
店
の
出

店
記
録
は
僅
か
数
例
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
出
店

時
季
に
目
を
向
け
る
と
、
春
三
月
か
ら
初
夏
に
か
け
て
の
間
か
又

は
秋
八
月
頃
に
、
法
輪
寺
の
開
帳
（
９
）
を
は
じ
め
と
す
る
近
在
寺
社
の

開
帳
・
縁
日
に
と
も
な
っ
て
出
店
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

出
店
の
期
間
は
、
同
期
に
限
ら
ず
お
よ
そ
三
〇
日
間
が
標
準
的
で
、

と
き
に
六
〇
日
余
に
及
ぶ
例
も
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
三
月
、
同
一
五
年
三
月
（〈
表
３
〉
参
照
）
及
び
宝

暦
八
年
（
一
七
五
八
）
九
月
の
出
店
例
で
、
京
都
日
切
茶
店
の
出

店
人
は
二
条
新
地
、
祇
園
新
地
、
宮
川
筋
、
北
野
、
西
京
、
稲
荷

山
な
ど
洛
中
洛
外
所
々
の
遊
興
地
を
在
所
と
す
る
茶
屋
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
（
10
）
。
洛
中
洛
外
の
各
所
か
ら
出
張
っ
て
き
た
京
都

日
切
茶
店
は
、
大
井
川
の
河
原
に
間
口
三
〜
四
間
、
奥
行
一
〇
間

程
度
の
小
屋
を
掛
け
、
お
も
に
「
煮
売
（
小
）
屋
」
を
営
ん
で
訪

れ
る
客
に
酒
茶
や
簡
単
な
料
理
を
供
し
た
。

『
年
中
記
録
』
に
よ
る
と
、
日
切
茶
店
の
出
店
に
あ
た
り
、
日

切
茶
店
の
願
人
は
、
ま
ず
天
龍
寺
へ
赦
免
を
願
い
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
（
11
）
。
天
龍
寺
は
赦
免
願
を
聞
き
届
け
る
と
同
時
に
、
願

人
か
ら
次
の
よ
う
な
一
札
を
取
っ
た
。

覚

一
、
此
度
法
輪
寺
御
本
尊
当
月
三
日
よ
り
御
開
帳
ニ
付
、
御

境
内
河
原
面
煮
売
茶
屋
見
世
小
屋
挂
之
儀
、
御
願
申
上

候
処
御
赦
免
被
遊
忝
奉
存
候
、
則
間
口
四
間
奥
行
十
間

． 
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和年号 西暦 出店 出店期間 出店人 営業
宝永 7 1710
正徳 1 1711 ？ 3月（［清］万日・［法］開帳）

2 1712
3 1713
4 1714
5 1715

享保 1 1716 ？ ［法］開帳8/16～ 茶店
2 1717
3 1718
4 1719
5 1720
6 1721 ？ ［清］御身拭3/13・［妓］万日3/11 茶店・煮売・見世物等
7 1722
8 1723

［法］開帳3/13～閏4/3・ 北野鯉屋又兵衛・同紅葉屋新 煮売屋６・軽業芝
［二］開帳3/18～閏4/8 六・同松坂屋伝兵衛・同海老 居１

9 1724 ⑥ 屋つう・同三ッ扇屋四郎兵
衛・上七軒和泉屋安兵衛・つ
るかや伝兵衛

10 1725
11 1726
12 1727
13 1728
14 1729

15 1730 ⑫
［法］開帳3/3～5/15 二条河原新地萬屋長兵衛ら 茶屋・煮売屋・

※〈表３〉参照 辻打・見世小屋等
16 1731
17 1732
18 1733
19 1734
20 1735

元文 1 1736
2 1737
3 1738
4 1739
5 1749

寛保 1 1741 ⑭
［法］開帳3/3～60日間 東六条袋町泉屋八兵衛・稲荷 むし菓子店１・楊

松川屋与左衛門ら　 弓１・煮売茶屋等
2 1742
3 1743

延享 1 1744
2 1745
3 1746
4 1747

寛延 1 1748
2 1749
3 1750

宝暦 1 1751
2 1752 ○ ［法］開帳3/3～ 「茶屋之者共」 煮売茶屋・楊弓屋
3 1753
4 1754 ○ ［二］開帳3/15～4/7 「河内屋」「諸方」 小屋掛
5 1755

表１　京都日切茶店の出店年表（宝永７年～明治元年）



近世の嵐山と日切茶店

27

6 1756

7 1757 ○
［法］開帳3/6～4/18 若松屋又右衛門・「北野掛ケ 掛茶屋・茶店

茶屋之者共」

②
3/26～4/21 (［化］万日3/15 北野下森池田屋喜助ら 煮売茶屋１・
～3/25・嵯峨神事4/20） 水茶屋１
［法］開帳9/1～10/5 北野池田屋喜助・祇園新地若 煮売屋５・水茶

8 1758
松屋又右衛門・宮川筋福嶋屋 屋２

⑦
七兵衛・西京三軒町八文字屋
善兵衛・同八文字屋清五郎・
建仁寺門前丹波屋くめ・同き
く屋

9 1759
10 1760
11 1761 ○ 3/6～ 「京都煮売屋」 煮売茶屋
12 1762
13 1763

明和 1 1764
2 1765

3 1766 ○
3/6～ 池田屋喜助 煮売茶屋（菓子店

・酒店）
4 1767
5 1768 ○ ［子］開帳2/17～・（［法］開帳ヵ）「掛茶屋惣代」 掛茶屋
6 1769
7 1770 ○ 2/23～ 池田屋喜助 掛茶屋

8 1771 ○
2/25～（［妓］法事3/12～・ 船屋権七 煮売屋
［二］万日3/16～）

安永 1 1772 ○ 3/13・3/19 「京茶店之者」 平焼
2 1773 ○ ［法］開帳（3/3） 船屋権七 市掛
3 1774
4 1775 ① 3/6～ 「京伊勢屋」 掛茶屋
5 1776
6 1777 ？ 2/16～ 掛茶屋
7 1778 ② 2/29～・3/28～ 伊勢屋嘉兵衛・船屋権七 掛茶屋・茶店
8 1779 2/20～（55日間） 掛茶屋

9 1780
2/27～4/20（［法］開帳ヵ 船屋権七 市掛茶屋・煮売
3/15～50日間）

天明 1 1781 ⑲ ［法］開帳3/13～ 船屋権七 市掛・煮売屋・水茶屋
2 1782
3 1783
4 1784
5 1785
6 1786
7 1787
8 1788

寛政 1 1789 ○ 3/11～ 「舟屋」 煮売茶屋
2 1790 ⑬ ［法］開帳3/12～30日間 東福寺門前菱屋吉兵衛 煮売屋・水茶屋
3 1791 ○ 2/25～ 船屋権七 市掛
4 1792
5 1793 ② 3/3～ 船屋三郎兵衛・船屋権七 煮売茶屋
6 1794
7 1795
8 1796 ○ 2/18～ 船屋三郎兵衛 市掛
9 1797 ○ 3/23～ 「京都市掛之者共」 市掛
10 1798
11 1799 ○ 2/24～ 掛茶屋
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12 1800 ○ 「嵐山市掛」3/6～ 船屋権七・船屋三郎兵衛 市掛茶屋
享和 1 1801 ○ 2/25～30日間 船屋権七 市掛

2 1802 ③ 「嵐山花之間」3/5～30日間 船屋権七 茶屋３

3 1803 ⑬
「花之間」2/15～3/15・［法］船屋権七 煮売屋３・水茶
開帳 屋10

文化 1 1804 ○ 2/20～ 煮売・茶屋

2 1805 ○
2/21～（［法］［宝］開帳3/4 船屋権七 市掛
～30日間）

3 1806 ○ 「嵐山花之間」2/13～30日間 船屋権七 市掛
4 1807 ○ 2/28～ 船屋権七 市掛
5 1808 ○ ～3/28（［法］開帳） 船屋権七 市掛
6 1809 ③ 「嵐山花之間」2/11～3/15 舟屋権七 市掛・煮売
7 1810 ○ 2/24～3/23 舟屋権七 市掛
8 1811 ○ 閏2/8～ 市掛・水茶屋
9 1812 ③ 2/18～3/16 船屋権七 市掛２・水茶屋１
10 1813 ○ 2/22～3/26 船屋権七 市掛
11 1814 ○ ～3/22 市掛
12 1815 ○ 2/21～3/14 東山船屋三郎兵衛 市掛
13 1816 ○ 2/17～ 船屋三郎兵衛 市掛
14 1817 ○ 2/14～ 黒谷門前船屋三郎兵衛 市掛

文政 1 1818 ○ 「花之間」2/26～ 船屋三郎兵衛 市掛

2 1819 ○
「嵐山花之間并法輪寺開帳中」 黒谷門前船屋三郎兵衛 市掛・床掛・筵貸
3/10～4/2

3 1820 ○ 2/13～（［広］開帳） 「惣代」 市掛
4 1821 ○ （3/27） 船屋三郎兵衛 市掛
5 1822 ？ （2/10） 東山船屋三郎兵衛

6 1823 ④
「嵐山花之間」2/25～3/23 惣代鍵屋長兵衛・菊屋友次郎 市掛煮売

・船屋三郎兵衛・竹屋八右衛門
7 1824 ○ 「嵐山花之間」2/22～ 船屋三郎兵衛 市掛

8 1825 ⑦
「嵐山花之間」2/15～・「法 船屋三郎兵衛・「竹屋」 煮売屋・水茶屋
輪寺開帳中」3/13～

9 1826
10 1827

11 1828 ○
「嵐山花之間」2/17～3/23 竹屋八右衛門 市掛茶店

(［清］万日3/4～13）
12 1829 ○ 「嵐山花之間」3/4～3/23 稲荷山竹屋八右衛門

天保 1 1830 ○ 「嵐山花之間」2/26～閏3/5 惣代「竹八」 市掛

2 1831 ○
「嵐山花之間」2/26～3/16 惣代「竹八」 市掛・煮売店・

水茶屋
3 1832 ○ 「法輪寺開帳并嵐山花之間」3/10～ 竹屋八左衛門 煮売屋
4 1833 ○ 2/14～ 稲荷竹屋八左衛門 茶屋
5 1834 ○ 3/3～ 竹屋八左衛門 市掛・煮売店
6 1835 ○ 「花之間」3/5～4/16 稲荷「竹八」 水茶屋
7 1836 ○ 2/19～ 「竹八」 煮売店
8 1837 ○ 2/24～ 竹屋八右衛門 市掛
9 1838 ― ― ― ―
10 1839 ○ 2/22～ 竹屋八左衛門
11 1840 ○ 2/26～ 「竹八」 市掛
12 1841 ？ 「嵐山花中」（2/23） 竹屋八右衛門
13 1842 ⑮ 3/1～4/7・［法］開帳 竹屋八左衛門 煮売屋・水茶屋
14 1843

弘化 1 1844 ②
2/15～3/14 東福寺門前丹後屋清兵衛・松 市掛・茶店

原通建仁寺町東入京屋喜三郎
2 1845 ― ― ― ―
3 1846
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4 1847 ④ （2/11）～30日間 「竹八」「吉熊」「丹喜」 茶店
嘉永 1 1848 ○ 2/13～ 稲荷山竹屋八左衛門 市掛

2 1849 ○
2/26～ 稲荷「竹八」 煮売屋・水茶屋

・市掛
3 1850
4 1851 ○ 「花之間」・3/3～ 「竹八」 茶店
5 1852 ○ 閏2/19～30日間 市掛
6 1853 ○ 「華中」2/15～ 市掛

安政 1 1854 ○ 「嵐山花之間」3/3～30日間 「竹八」「丹平」 市掛・煮売
2 1855 ○ 2/3～ 市掛
3 1856 ○ 「花之間」2/9～ 市掛
4 1857 ○ 「花之間」2/20～4/10 「竹八」 市掛
5 1858
6 1859 ○ 「嵐山花之間」2/11～30日間 「竹八」 煮売店

万延 1 1860 ― ― ― ―
文久 1 1861 ― ― ― ―

2 1862 ― ― ― ―
3 1863 ― ― ― ―

元治 1 1864 ― ― ― ―
慶応 1 1865 ― ― ― ―

2 1866 ② （３月） 「竹八」「丹平」 茶店
3 1867 ― ― ― ―

明治 1 1868 ① （３月） 「竹八」 茶店

※１本年表でいう京都日切茶店には洛中洛外所々（嵐山近隣を除く）からの出店を包括する。

※２本年表は『年中記録』を基とし，一部『天龍常住納下帳』，『法輪寺文書』から補足して作成した。

※３出店欄の「○」は出店あり、中の数字は軒数（推定）を示す。

※４［法］法輪寺［清］清凉寺［二］二尊院［大］大悲閣［子］子嶋寺［妓］妓王寺［広］広隆寺［宝］宝寿院

※５出店期間が不明の場合は、天龍寺が出店願を許認した条の日付をもって始日とした。

※６「 」内は『年中記録』からの引用。

※７「―」は『年中記録』欠落の意。

和年号 西暦 出店 出店期間 出店人 営業
宝永 7 1710
正徳 1 1711 ？ 3月（［清］万日・［法］開帳）

2 1712
3 1713
4 1714
5 1715

享保 1 1716 ？ ［法］開帳8/16～
2 1717
3 1718
4 1719
5 1720
6 1721 ？ ［清］御身拭3/13・［妓］万日3/11
7 1722
8 1723
9 1724 ○ ［法］開帳3/13～閏4/3 「門前」 茶店
10 1725
11 1726

表２　天龍寺門前日切茶店の出店年表（宝永７年～明治元年）
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12 1727
13 1728
14 1729
15 1730 ① ［法］開帳3/3～ ［法］八右衛門 茶店
16 1731
17 1732
18 1733
19 1734
20 1735

元文 1 1736
2 1737
3 1738
4 1739
5 1749

寛保 1 1741 ？ ［法］開帳3/3～60日間
2 1742 ？ （3/17）～10月 （立石町平左衛門） （水茶屋）
3 1743

延享 1 1744
2 1745
3 1746
4 1747

寛延 1 1748
2 1749
3 1750

宝暦 1 1751
2 1752
3 1753
4 1754 ○ ［二］開帳3/15～4/7 「両門前」「三軒屋」「船舟庵」 茶店小屋掛
5 1755 ○ 3/13～ 「境内之者」
6 1756 ○ 2/29～ 「例年之者共」 水茶屋
7 1757 鹿王院門前長八

8 1758
○ 「例年之通」3/5～ 「境内之者共」 茶店
○ ［法］開帳9/5～ 「境内之者共」 水茶屋

9 1759 ○ 「例之通」3/8～ 「境内之者共」 水茶屋

10 1760 ○
「如例年」2/23～・［大］開 「境内之者共」 茶店
帳3/6～12

11 1761 ○ 3/6～ 「境内之者共」 茶店
12 1762
13 1763 ○ 2/23～ 「例年之者共」 茶店

明和 1 1764
2 1765
3 1766 ？ 3/7～（3/5,6三軒屋が相撲興行） （菓子店・酒店）
4 1767
5 1768 ○ ［子］開帳2/17～・（［法］開帳ヵ）力者甚右衛門・字右衛門ら 水茶屋

「例之通」3/19～（3/13清） 造路町伝兵衛・久左衛門・築 茶店（冥加料200
6 1769 ○ 山町武右衛門・慈済院旧跡源 文）・菓子店等

兵衛・安堵橋町竹屋治兵衛

7 1770 ③
2/22～ 造路町伝兵衛・川端村武右衛 茶店

門・源兵衛

8 1771 ○
2/3～（［妓］法事3/12～・
［二］万日3/16～）

安永 1 1772
2 1773 ？ （3/8,9常寂光寺で相撲興行） 「境内之者」 水茶屋
3 1774 ○ 水茶屋
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4 1775 ①
3/6～（4/10,11造路町政八が 「門前境内」 掛茶屋
花相撲興行）

5 1776
6 1777 ○ 2/16～ 掛茶屋
7 1778 ○ 3/3～ 「門前」 茶店
8 1779 ○ 2/21～ 「門前境内之者」 掛茶屋
9 1780 ○ 3/4～ 「門前之者共」 茶店

天明 1 1781 ○ ［法］開帳中3/8～ ［法］久兵衛 床机
2 1782
3 1783 ○ 3/7～ 「境内之者」・［法］久兵衛 茶店・床几
4 1784 ○ 3/3～ 「境内之者共」「法輪寺門前」 茶店
5 1785 ○ 「例年之通」3/9～ 「境内者共」 茶店

6 1786 ⑥
3/1～ 伝兵衛・藤七・太右衛門・藤 茶店

左衛門・重兵衛・［法］久兵衛ら
7 1787
8 1788

寛政 1 1789 ○ 3/9～ 「門前」・藪之内嘉兵衛 茶店・床几
2 1790
3 1791 ○ 「嵐山花之間」3/4～ 「門前并法輪寺門前之者共」 茶店
4 1792

5 1793 ○
「例年之通」2/17～（3/12～14 「造路町立石両町之者」 茶店
諸道具夜市・3/23花相撲興行）

6 1794 ○ 2/12～（［清］万日3/15） 「造路町立石町之者」 水茶屋

7 1795
（3/9川端村横町車折仁兵衛が
相撲興行ヵ）

8 1796 ⑬
「嵐山花之内」（2/29）（2/23 立石町11名・造路町２名 茶店
相撲興行）

9 1797
10 1798
11 1799
12 1800 ○ 「例年之通」2/19・3/8～ 「両門前」・［法］徳兵衛 茶店

享和 1 1801 ○ 「嵐山花之間」2/15～ 「両門前」・［法］徳兵衛ら 水茶屋・平焼
2 1802 ○ 2/20～ 「両門前之者共」・［法］徳兵衛 茶店
3 1803 ⑮ 2/12～（3/13～17常寂寺開帳）「両門前」14名、［法］徳兵衛

文化 1 1804 ○ 2/20～ 「門前」

2 1805 ○
2/18～・(［法］・［宝］開帳3/4 「両門前之者共」 茶店
～30日間）

3 1806 ⑮
2/7～ 「両門前之者共」14名・［法］ 茶店・筵貸・平焼

茂兵衛
4 1807 ⑯ 2/20～ 「両門前」15名・［法］茂兵衛 水茶屋・茶店
5 1808 ⑮ 2/25～（［法］開帳） 「両門前」 水茶屋
6 1809 ⑯ 「花之間」2/12～ 「両門前」15名・［法］茂兵衛 水茶店・茶店

7 1810 ○
2/23～ 「両門前」・中島町弥兵衛・

［法］茂兵衛
8 1811 ○ 「花之間」閏2/9～ 「両門前之者共」・［法］茂兵衛 水茶屋・茶店
9 1812 ○ 「花之間」2/28～ 「両門前」「法輪寺門前」
10 1813 ① 3/2～ ［法］徳兵衛 茶店
11 1814 （3/17造路町源左衛門相撲興行）
12 1815 ○ 「嵐山花之間」2/24～ 「境内之者」 床掛・筵貸

13 1816 ○
2/25～ ［法］茂兵衛・「両門前」・ 茶店・筵貸・平焼

立石町九兵衛

14 1817 ○
「花之間」2/10～（3/17,29花 「両門前」・中河原九兵衛・ 茶店・筵貸・平焼
相撲興行） ［法］茂兵衛 ・床几

文政 1 1818 ○ 3/5～ 「立いし町造路町之者」 茶店水茶屋
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「法輪寺開帳中并花之間」 「立石町造路町毘沙門町小溝村 床掛・筵貸・
2 1819 ○ 3/1～・（3/15相撲興行ヵ） 小屋町松之下東之町」・ 平焼・床机

［法］茂兵衛

3 1820 ○
2/14～（［広］開帳・4/8花相「門前境内之者」「三軒屋之も 筵貸・平焼・床机
撲興行） の」「小屋町之者」

4 1821 ○ 「花之間」（3/27） 「境内門前」 筵貸・平焼・水茶屋

5 1822 ○
「嵐山花之間」閏1/30～ 「境内百姓」・［法］茂兵衛・ 日覆茶店

三軒屋与兵衛
6 1823 ○ 「嵐山花之間」2/25～ 「門前境内百姓」・三軒屋与兵衛 茶店・平焼・筵貸

7 1824 ○
「嵐山花之間」2/25～（3/9,27 三軒屋与兵衛・「門前境内之 茶店・床掛・平
相撲興行） 者」・［法］茂兵衛 焼・筵貸

8 1825 ○
「花之間」2/9～・「花之間并「三門前之もの」・「三軒や 茶店
法輪開扉中」2/17～ 四人」・［法］茂兵衛

9 1826 ○ 2/26～ 「門前」・三軒屋２名 茶店・菓子店等

10 1827 ○
3/3～ 「両門前」・三軒屋与兵衛・ 茶店・筵貸

［法］茂兵衛

11 1828 ○
「嵐山花之間」2/11～（［清］万「門前并境内」・三軒屋与兵衛 茶店・平焼・筵貸
日3/4～13・4/1,19相撲興行ヵ）・［法］茂兵衛

12 1829 ○ 「嵐山花之間」3/4～ 「門前境内」 茶店・平焼・筵貸
天保 1 1830 ○ 3/7～ 「門前のもの」・三軒屋与兵衛 茶店・平焼・筵貸

2 1831

3 1832 ○
「花之間并法輪開帳中」（3/15 「門前境内之もの」・政八 茶店・煮売店・
花相撲興行ヵ） 菓子店

4 1833 ○ 2/14～（3/18花相撲興行） 「門前境内并法輪寺門前」
5 1834 ○ 「花之間」2/20～ 「門前境内之もの」 茶店・平焼・筵敷

6 1835 ○
「花之間」2/28～（4/25相撲 「門前境内」・［法］茂兵衛・ 床挂・筵貸
興行） 小屋町・三軒屋与兵衛

7 1836 ○
「例年之通」2/20～（３月相 ［法］茂兵衛・三軒屋与兵衛・ 床掛・筵貸
撲興行ヵ） 「門前」

8 1837 ○ 2/24～ 「境内」・川端村・［法］門前 水茶屋
9 1838 ― ― ―
10 1839 ○ 2/22～ 「門前」・三軒屋・［法］門前 水茶屋・平焼
11 1840 （2/26相撲興行・9/19花相撲興行）

12 1841 ？
（2/26）（４月相撲・８月浄瑠「門前」・三軒屋・九兵衛 筵貸
璃・９月相撲興行）

13 1842 ○ 2/13～（2/2相撲興行） 「門前」・小屋町・川端村等 茶店・平焼・筵貸
14 1843

弘化 1 1844 ○ 「花之間」2/8～ 「門前之者共」・毘沙門町勘七 茶店・筵貸・平焼
2 1845 ― ― ―
3 1846 ○ 「花中」（3/15） 「境内之者」 筵敷

4 1847 ⑱
2/11～（３月川端村茂七が相「門前両町」・三軒屋与兵衛 平焼・茶店
撲興行） ・［法］茂兵衛

嘉永 1 1848 ○
2/28～ 三軒屋与兵衛・造路町乙五郎 茶店・市掛

・毘沙門町平吉ら
2 1849

3 1850 ○
2/11～ 三軒屋与兵衛・次左衛門・治 茶店

右衛門ら

4 1851 ○
「花之間」2/23・3/3～（3/18 「門前境内之者共」・九兵衛・ 茶店
［清］法事） 治助・源助

5 1852 ○
「花之間」2/29・閏2/2～ 「門前」・九兵衛・田中町平 茶店・床掛

助・小屋町源右衛門ら
6 1853 ？

安政 1 1854 ○ 2/17～ 「境内」 茶店・平焼
2 1855 ○ 2/3～（3/10・9/19花相撲興行ヵ） 筵貸・水茶屋
3 1856 ○ 「花之間」2/9～（3/15相撲興行）「門前」 茶店・床掛
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4 1857 ○ 2/22～ 「門前之者」 床掛・茶店
5 1858
6 1859

万延 1 1860 ― ― ―
文久 1 1861 ― ― ―

2 1862 ― ― ―
3 1863 ― ― ―

元治 1 1864 ― ― ―
慶応 1 1865 ― ― ―

2 1866 ○ （３月） 「門前」 茶店
3 1867 ― ― ― ―

明治 1 1868 ① （３月） 三軒屋ら※〈表４〉参照 茶店
※１本年表でいう門前日切茶店は天龍寺門前及び境内からの出店をいう。
（法輪寺門前からの出店、その他嵐山近隣からの出店も含む。）

※２※２以下は〈表１〉に同じ。

出店人 在所 営業 小屋掛け 納入場銭

萬屋長兵衛 二条川原新地地頭町 煮売小屋

和泉屋源兵衛 宮川筋四町目 煮売小屋 間口３間奥行10間 900文

伊勢屋惣兵衛

鍵屋長右衛門 稲荷山 煮売茶屋・見世小屋 間口４間奥行10間 1貫200文

鍵屋佐兵衛 稲荷山 煮売小屋 間口３間奥行10間 900文

田中屋七右衛門（利助） 煮売小屋 間口４間奥行10間 1貫200文

伏見屋六兵衛

松坂屋吉兵衛 平野 煮売小屋 間口３間奥行10間 900文

海老屋つう 北野 煮売小屋 間口３間奥行10間 900文

玉水屋次兵衛

斧屋六兵衛

小田原屋久右衛門

八右衛門 法輪寺門前 茶店 200文

間口計20間 計６貫200文

表３　享保15年（1730）の日切茶店
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は
願
書
に
奥
書
を
与
え
た
。

ま
た
、
期
間
が
満
了
す
る
と
、
出
店
人
は
天
龍
寺
へ
茶
店
の
引
払

い
を
届
け
出
た
。『
年
中
記
録
』
に
は
、
赦
免
願
か
ら
引
払
届
ま
で

の
一
連
の
手
続
き
に
係
る
記
録
が
簡
潔
に
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
日
切
茶
店
の
出
店
手
続
き
が
定
例
化
し
た
の
は
、

享
保
年
間
以
降
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
傍
証
と
し
て
、

以
下
に
二
例
を
挙
げ
る
。
ま
ず
享
保
元
年
八
月
の
例
で
は
、
法
輪

寺
開
帳
に
と
も
な
い
、
出
店
人
は
先
に
法
輪
寺
へ
赦
免
を
願
い
、

そ
の
後
同
寺
を
通
し
て

．
．
．
．
．
．

天
龍
寺
へ
願
い
出
る
。

一
、
従
八
月
一
六
日
法
輪
寺
開
帳
ニ
付
、
川
原
面
エ
茶
店
之

願
従
法
輪
寺
有
之
ニ
付
、
此
方
よ
り
申
候
者
、
茶
店
願

之
者
此
方
へ
可
被
差
越
候
、
其
上
ニ
而
遂
吟
味
、
此
方

よ
り
可
申
付
由
返
事
申
遣
ス
、
其
後
願
之
者
有
之
、
法

度
書
并
証
文
ニ
判
形
致
サ
セ
申
付
者
也
　
法
度
証
文
詳
于
役
者
記
録

こ
の
事
例
に
お
い
て
、
天
龍
寺
は
法
輪
寺
を
介
し
て
の
出
店
願
に

対
し
、
願
人
が
天
龍
寺
へ
直
接
願
い
出
る
よ
う
指
図
し
て
お
り
、

ま
だ
出
店
手
続
き
が
願
人
に
周
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。ま

た
、
享
保
一
五
年
の
例
で
は
、
前
掲
一
札
証
文
に
み
た
と
お

り
、
出
店
人
は
天
龍
寺
へ
小
屋
掛
け
の
間
口
に
応
じ
一
間
に
つ
き

銭
三
〇
〇
文
の
「
場
銭
」
を
納
め
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
京
都
日
切
茶
店
の
出
店
人
が
天
龍
寺
へ
地
代
を
納
め
た
記
録
は

同
例
が
初
見
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
前
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）

三
月
に
は
「
於
此
所
、
荷
茶
屋
并
当
座
之
売
人
、
場
銭
出
す
へ
か

ら
さ
る
事
」、
享
保
九
年
に
は
「
売
物
茶
屋
并
遊
山
所
、
場
銭
出
す

へ
か
ら
さ
る
事
」
と
い
う
一
条
を
含
む
掟
札
が
門
前
及
び
河
原
に

立
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
者
の
享
保
九
年
の
例
に
お
い
て

は
、
天
龍
寺
が
町
奉
行
所
へ
差
し
出
し
た
口
上
書
に
「
場
銭
等
一

切
取
り
不
申
様
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

口
上

法
輪
寺
開
帳
ニ
付
、
境
内
川
原
表
ニ
而
煮
売
り
水
茶
屋
出
候



近世の嵐山と日切茶店

35

者
共
、
先
達
而
御
願
申
上
候
処
、
被
仰
付
候
趣
承
知
仕
候
、

御
法
度
之
儀
相
守
候
様
申
付
、
尤
場
銭
等
一
切
取
り
不
申
様
、

為
其
御
届
申
上
候
、
以
上

三
月
十
七
日

天
龍
寺
役
者

慈
済
院

御
奉
行
所
　
筑
牧
館
ニ
而
相
済

こ
れ
ゆ
え
、
享
保
九
年
以
前
の
京
都
日
切
茶
店
の
出
店
人
は
―
少

な
く
と
も
表
向
き
に
は
―
天
龍
寺
へ
「
場
銭
」
を
納
め
る
こ
と
な

く
営
業
し
た
と
推
考
さ
れ
る
。
但
し
、
同
例
に
お
い
て
、
天
龍
寺

は
京
都
日
切
茶
店
の
出
店
人
に
対
し
、
町
奉
行
所
へ
の
出
願
手
続

き
に
掛
か
っ
た
「
入
用
」（
＝
門
前
年
寄
が
負
担
し
た
同
心
、
雑
色

等
へ
の
礼
物
代
）
の
う
ち
「
銀
高
何
程
」
を
負
担
す
る
よ
う
「
内

証
ニ
而
」
求
め
、
こ
れ
に
出
店
人
も
応
じ
る
。
そ
し
て
、
翌
例
の

享
保
一
五
年
の
出
店
以
降
、
京
都
日
切
茶
店
の
出
店
人
は
天
龍
寺

へ
「
場
銭
」
と
い
う
名
目
の
地
代
―
間
口
一
間
に
つ
き
銭
三
〇
〇

文
―
を
納
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
享
保
年
間
当

時
の
目
切
茶
屋
が
近
世
の
嵐
山
に
営
ま
れ
た
日
切
茶
店
の
早
い
段

階
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
天
龍
寺
門
前
境
内
の
者
が
営
む
門
前
日
切
茶
店
も
、
享

保
九
年
に
は
、
京
都
日
切
茶
店
と
同
じ
く
や
は
り
法
輪
寺
の
開
帳

に
付
随
し
て
出
店
さ
れ
る
。
同
年
三
月
の
例
で
は
、
門
前
か
ら
赦

免
願
を
受
け
た
天
龍
寺
が
町
奉
行
所
へ
の
出
願
の
要
否
に
つ
い
て
、

草
間
五
右
衛
門
与
力
へ
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。

一
、
法
輪
寺
開
帳
ニ
付
、
川
原
へ
茶
店
等
門
前
よ
り
願
申
候
、

此
等
之
儀
者
御
願
申
候
ニ
者
及
間
敷
哉
之
問
合
被
申
候

処
、
屋
祢
共
少
々
張
出
し
候
者
、
茶
店
之
願
人
よ
り
直

ニ
以
口
上
書
可
願
出
様
可
被
仰
付
之
旨
、
五
右
衛
門
被

申
渡
候

こ
の
照
会
の
結
果
、
町
奉
行
所
は
「
屋
祢
共
少
々
張
出
し
候
」
茶

店
の
場
合
は
、
天
龍
寺
門
前
の
者
で
あ
っ
て
も
役
所
へ
直
接
願
い

出
る
よ
う
指
示
す
る
。
こ
れ
を
逆
に
読
め
ば
、「
屋
祢
共
少
々
張
出

し
候
」
程
の
茶
店
で
な
け
れ
ば
、
特
に
出
願
は
不
要
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
実
際
、
同
年
も
そ
れ
以
後
も
、
門
前
の
願
人
が
町

奉
行
所
へ
直
接
願
い
出
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

門
前
日
切
茶
店
の
出
店
の
場
合
は
、
天
龍
寺
の
領
分
と
し
て
町
奉

行
所
へ
の
赦
免
願
な
し
に
済
ま
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
同
年
の
出
店
例
に
お
い
て
、
門
前
出
店
人
が
天
龍
寺
へ

地
代
を
納
め
た
と
い
う
記
録
は
認
め
ら
れ
な
い
。
但
し
、
こ
の
時

期
に
限
ら
ず
、『
年
中
記
録
』
に
お
い
て
は
、
門
前
日
切
茶
店
に
つ

い
て
、
領
内
事
で
あ
る
た
め
か
、
願
人
の
名
や
願
書
等
が
省
略
さ

れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
た
め
、
詳
し
く
知
り
得
な
い
。
そ
の
な

か
で
、
享
保
一
五
年
に
は
、
法
輪
寺
門
前
八
右
衛
門
の
出
店
事
例



社会科学　78号（2007 年３月）

36

が
み
ら
れ
る
（
12
）
。
同
例
で
、
八
右
衛
門
が
天
龍
寺
へ
納
め
た
地
代
銭

二
〇
〇
文
は
、
京
都
出
店
人
の
納
め
た
額
と
比
べ
て
格
別
に
安
い
。

そ
の
理
由
は
、
隣
領
の
誼
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
両
者
の
営
業
規
模

に
差
異
が
あ
っ
た
た
め
と
推
し
測
ら
れ
る
。
前
述
し
た
享
保
九
年

の
事
例
と
も
併
せ
み
る
と
、
門
前
日
切
茶
店
は
京
都
日
切
茶
店
と

比
べ
て
、
営
業
規
模
が
相
当
に
簡
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
門
前
日
切
茶
店
が
た
だ
「
茶
店
」
と
括
ら
れ
る
の

に
対
し
、
京
都
日
切
茶
店
は
「
煮
売
屋
」
を
は
じ
め
「
軽
業
芝
居
」

「
楊
弓
」
な
ど
多
種
多
様
な
営
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
も
認
め
ら

れ
る
。

（
３
）
一
八
世
紀
後
期
の
門
前
日
切
茶
店
と
嵐
山

一
八
世
紀
後
半
、『
年
中
記
録
』
に
書
き
留
め
ら
れ
る
日
切
茶
店

の
出
店
記
録
は
頻
度
を
増
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
と

同
時
に
、
一
つ
一
つ
の
記
録
は
よ
り
一
層
簡
潔
な
記
事
と
な
る
。

例
え
ば
、

・
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
三
月
一
三
日
条

一
、
同
日
河
原
表
へ
茶
店
出
度
旨
境
内
之
者
共
願
ニ

付
相
談
之
上
許
容
申
渡
ス

・
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
二
月
二
九
日
条

○
川
原
表
水
茶
屋
例
年
之
者
共
相
願
ニ
付
行
者
よ
り

許
容
申
渡
ス

・
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
三
月
五
日
条

一
、
境
内
之
者
共
例
年
之
通
川
原
表
江
茶
店
出
申
度

願
出
ニ
付
許
容
申
渡

と
い
う
門
前
日
切
茶
店
の
出
店
に
係
る
記
事
か
ら
、
こ
の
時
期
、

嵐
山
の
日
切
茶
店
が
「
例
年
之
者
共
」（
＝
「
境
内
之
者
共
」）
に

よ
っ
て
「
例
年
之
通
」
出
店
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
表
２
〉
に
み
る
よ
う
に
、
宝
暦
年
間
に

は
、
近
在
寺
社
の
開
帳
等
に
と
も
な
う
京
都
日
切
茶
店
の
出
店
が

み
ら
れ
な
い
年
に
も
、
天
龍
寺
門
前
の
者
が
「
川
原
表
」
へ
日
切

茶
店
を
営
む
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
出
店
期
間
に
注
目
す
る
と
、
同
時
期
の
門

前
日
切
茶
店
は
、
宝
暦
八
年
九
月
の
一
例
を
除
き
、
い
ず
れ
も
二

月
か
ら
三
月
に
か
け
て
―
ち
ょ
う
ど
嵐
山
辺
が
花
盛
り
と
な
る
頃
（
13
）

に
―
営
ま
れ
て
い
る
。
時
を
同
じ
く
、『
年
中
記
録
』
の
宝
暦
一
〇

年
（
一
七
六
〇
）
二
月
一
七
日
条
に
は
、
天
龍
寺
が
「
嵐
山
花
之

節
」
に
嵐
山
の
麓
三
ヶ
所
へ
「
此
山
之
花
折
取
へ
か
ら
す
」
と
大

書
し
た
禁
札
を
立
て
置
く
事
例
が
初
め
て
書
き
留
め
ら
れ
る
（
14
）
。
天

龍
寺
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
禁
札
を
立
て
た
の
は
、
桜
の
枝
を
折

り
取
っ
て
持
ち
帰
る
人
び
と
が
現
れ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
嵐
山
を
花
の
頃
に
訪
れ
る
人
び
と
が
増
え
た
と
い
う

事
情
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
同
時
期
の
門
前



近世の嵐山と日切茶店

37

日
切
茶
店
は
、
そ
う
し
た
人
び
と
を
当
て
込
ん
で
、
例
年
の
如
く

―
近
在
寺
社
の
開
帳
や
縁
日
の
人
出
が
見
込
ま
れ
る
年
に
限
ら
ず

―
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
15
）
。

こ
の
頃
の
門
前
日
切
茶
店
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
に
よ
っ
て
営

ま
れ
た
の
か
。『
年
中
記
録
』
で
は
、
殆
ど
の
場
合
一
括
り
に
「
境

内
之
者
共
」
と
記
述
さ
れ
る
た
め
、
詳
し
く
知
り
得
な
い
。
出
店

人
の
名
が
書
き
留
め
ら
れ
る
数
少
な
い
例
で
あ
る
明
和
六
年
（
一

七
六
九
）
三
月
の
事
例
を
み
る
と
、
出
店
人
は
天
龍
寺
門
前
造
路

町
伝
兵
衛
の
ほ
か
境
内
川
端
村
築
山
町
、
安
堵
橋
町
の
者
な
ど
計

五
名
で
、
う
ち
三
名
は
翌
年
に
も
同
じ
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
（
16
）
。
彼
ら
が
「
例
年
之
者
共
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宝
暦
か
ら
明

和
年
間
、
門
前
日
切
茶
店
の
出
店
数
は
お
よ
そ
五
軒
前
後
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
明
和
六
年
の
例
で
は
、
出
店
人
は

「
冥
加
料
」
と
し
て
一
人
に
つ
き
銭
二
〇
〇
文
を
天
龍
寺
へ
納
め
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
を
京
都
日
切
茶
店
が
同
寺
へ
納
め
た
地

代
（
小
屋
掛
け
一
間
に
つ
き
三
〇
〇
文
）
と
比
較
す
る
と
、
門
前

出
店
人
の
地
代
は
減
免
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、

同
じ
時
期
に
京
都
日
切
茶
店
の
営
ん
だ
「
煮
売
茶
屋
」
等
と
門
前

日
切
茶
店
の
「
水
茶
屋
」
等
と
の
間
に
は
、
文
字
通
り
営
業
規
模

に
相
応
の
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
門
前
日
切
茶
店
の
ほ
か
に
、
同
時
期
以
降
、
明
和
三

年
三
月
に
三
軒
屋
治
右
衛
門
が
催
し
た
「
相
撲
興
行
」
を
初
見
と

し
て
、
や
は
り
お
も
に
春
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
天
龍
寺
門

前
及
び
境
内
の
興
行
人
が
大
井
川
の
河
原
辺
で
「
花
相
撲
」
と
も

称
す
る
相
撲
を
興
行
す
る
よ
う
に
な
る
（
17
）
。
こ
の
相
撲
興
行
も
、
や

は
り
春
の
嵐
山
に
訪
れ
る
人
び
と
を
見
込
ん
で
催
さ
れ
た
と
い
え

よ
う
。
日
切
茶
店
と
同
様
、
嵐
山
の
麓
の
河
原
で
催
さ
れ
た
相
撲

興
行
は
、
春
の
嵐
山
に
賑
わ
い
を
加
え
な
が
ら
幕
末
に
至
る
ま
で

時
々
に
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
こ
の
間
の
京
都
日
切
茶
店
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
八
年
九

月
の
出
店
例
の
後
、
出
店
記
録
が
頻
度
、
内
容
と
も
に
減
少
も
し

く
は
簡
潔
化
す
る
。
そ
の
た
め
、
詳
し
い
事
情
は
定
か
で
な
い
が
、

時
折
、
特
に
近
在
寺
社
の
開
帳
等
が
み
ら
れ
な
い
年
に
も
、
や
は

り
二
月
末
か
ら
三
月
に
か
け
て
出
店
さ
れ
る
事
例
が
現
れ
る
。
出

店
数
や
規
模
は
、
各
年
に
よ
り
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
例
え

ば
明
和
七
年
三
月
の
「
河
原
挂
茶
屋
銭
拾
貫
文
余
」
と
い
う
記
録

を
み
る
と
、
享
保
一
五
年
三
月
の
地
代
銭
六
貫
二
〇
〇
文
、
宝
暦

八
年
九
月
の
銭
八
貫
三
〇
〇
文
と
比
べ
て
、
地
代
銭
額
は
や
や
増

え
て
い
る
と
も
い
え
る
。
但
し
、
出
店
人
は
宝
暦
八
年
九
月
に
祇

園
新
地
、
宮
川
筋
、
西
京
、
建
仁
寺
門
前
等
所
々
の
者
が
み
ら
れ

た
後
、
明
和
年
間
に
は
「
市
掛
惣
代
」
と
し
て
北
野
の
池
田
屋
喜

助
以
外
の
名
を
記
録
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
安
永
年
間
以
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降
、「
市
掛
惣
代
」
と
し
て
は
、
池
田
屋
に
代
わ
っ
て
船
屋
権
七
の

名
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
（
18
）
。
こ
の
間
、
京
都
日
切
茶
店
も
、
近
在

寺
社
の
開
帳
等
に
と
も
な
う
人
出
が
見
込
ま
れ
る
年
に
限
ら
ず
、

春
の
嵐
山
に
訪
れ
る
人
び
と
を
目
当
て
と
し
て
日
切
茶
店
を
営
む

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
京
都
日
切
茶
店
と
門
前
日
切
茶
店
の
摩
擦

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
七
月
、
京
都
町
奉
行
所
は
次
の
触
書

を
出
す
（『
京
都
町
触
集
成
』
第
五
巻
（
19
）
）。

寺
社
境
内
其
外
所
々
法
会
場
等
市
掛
煮
売
屋
、
水
茶
屋
渡

世
い
た
し
候
仲
ヶ
間
之
者
共
、
是
迄
御
冥
加
銀
差
上
来
候

処
、
右
仲
ヶ
間
外
ニ
而
同
様
之
渡
世
い
た
し
候
者
共
多
相

成
難
儀
之
旨
願
上
候
、
依
之
仲
ヶ
間
外
ニ
而
右
渡
世
致
し

候
儀
向
後
致
間
敷
旨
、
併
、
是
迄
渡
世
仕
馴
候
者
共
ハ
差

当
渡
世
ニ
差
支
可
致
難
儀
候
間
、
市
懸
ヶ
仲
ヶ
間
之
者
共

よ
り
右
渡
世
之
貸
札
借
受
候
　
、
又
者
対
談
之
上
煮
売
水

茶
屋
差
出
し
候
儀
ハ
不
苦
候
間
、
以
来
右
之
趣
共
心
得
違

無
之
様
い
た
し
、
尤
地
主
ニ
も
此
旨
可
相
心
得
候
旨
、
と

く
と
申
通
し
候
様
可
致
旨
被
仰
出
候
事

辰
七
月
（
以
下
略
）

こ
の
触
書
で
、
町
奉
行
所
は
「
寺
社
境
内
其
外
所
々
法
会
場
等
」

に
お
い
て
「
仲
ヶ
間
外
」
の
者
が
茶
店
を
営
む
こ
と
に
規
制
を
加

え
よ
う
と
す
る
。
触
れ
が
出
さ
れ
た
背
景
に
は
、
京
都
の
市
掛
仲

間
に
よ
る
働
き
か
け
が
あ
っ
た
。
同
触
書
に
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
、

市
掛
仲
間
は
幕
府
へ
「
冥
加
銀
」
を
上
納
す
る
こ
と
で
営
業
権
の

お
墨
付
き
を
得
て
い
た
が
、「
仲
ヶ
間
外
」
の
者
に
よ
る
新
規
営
業

の
台
頭
は
、
仲
間
を
構
成
す
る
既
存
の
商
人
の
支
障
と
な
る
ま
で

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
安
永
元
年
の
市
掛
触
を
得
て
、
翌
二
年
三

月
、
惣
代
船
屋
権
七
は
天
龍
寺
へ
門
前
出
店
人
に
市
掛
仲
間
の
印

札
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
求
め
る
。

一
、
此
度
法
輪
寺
開
帳
ニ
付
、
旧
冬
よ
り
市
掛
惣
代
船
屋
権

七
、
毎
度
役
人
方
迄
川
原
掛
茶
屋
之
願
雖
有
之
、
儘
令

当
門
前
之
者
ニ
而
茂
惣
代
之
印
札
を
請
、
右
印
札
代
差

出
不
申
候
而
者
、
水
茶
屋
床
几
出
と
候
儀
も
不
相
成
由
、

左
候
而
者
当
門
前
之
者
共
惣
代
之
支
配
受
候
と
申
物

（
中
略
）
此
度
印
札
受
さ
せ
候
而
者
、
以
後
之
例
格
ニ
も

可
相
成
、
且
又
外
ニ
存
寄
も
有
之
候
故
、
当
年
者
一
向

ニ
水
茶
屋
も
掛
さ
せ
申
間
敷
段
申
渡
置
候
処
、
段
々
相

願
今
日
又
々
願
書
持
参
候
処
、
未
決
之
段
申
聞
、
其
後

日
々
願
来
故
、
境
内
之
者
共
よ
り
掛
り
物
等
出
さ
せ
不

申
候
ハ
ヽ
御
許
容
も
可
有
之
段
申
聞
、
段
々
応
対
之
上
、

左
候
ハ
ヽ
御
境
内
水
茶
屋
之
分
表
向
印
札
被
受

候
等
之
義
□
□

（
虫
損
）

日
覆
被
致
候
ハ
ヽ
私
共
よ
り
手
伝
候
与
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被
存
、
自
分
之
心
得
ニ
而
少
々
賃
銭
出
被

□
（
虫
損
）

候
様
ニ

而
御
許
容
被
下
候
様
同
十
日
願
来
、
依
之
許
容
申
渡

（
以
下
略
）

同
記
事
に
み
る
よ
う
に
、
両
者
の
思
惑
の
違
い
か
ら
交
渉
は
難
航

す
る
。
幕
府
へ
運
上
を
納
め
て
営
業
権
を
保
証
さ
れ
て
い
た
市
掛

仲
間
の
言
い
分
と
し
て
、
門
前
の
出
店
人
が
仲
間
の
印
札
も
受
け

ず
に
―
幕
府
へ
の
運
上
を
負
担
せ
ず
に
―
日
切
茶
店
を
営
む
の
は

甚
だ
不
都
合
で
あ
っ
た
。
他
方
、
天
龍
寺
も
領
分
と
し
て
領
民
を

「
惣
代
之
支
配
」
下
に
置
く
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

天
龍
寺
は
同
年
に
お
け
る
日
切
茶
店
の
出
店
を
一
切
差
し
止
め
る

と
い
う
対
応
に
出
る
。
こ
れ
に
食
い
下
が
っ
た
市
掛
仲
間
の
再
三

の
懇
望
の
結
果
、
表
向
き
に
は
「
印
札
」
を
受
け
た
形
と
し
て
、

門
前
の
出
店
人
が
「
自
分
之
心
得
」
で
市
掛
仲
間
へ
幾
ら
か
の
銭

を
出
す
次
第
と
な
り
、
玉
虫
色
に
折
り
合
う
こ
と
と
な
っ
た
（
20
）
。

こ
の
一
件
の
後
、
安
永
三
年
二
月
二
八
日
条
に
は
次
の
記
事
が

み
ら
れ
る
。

一
、
川
原
表
水
茶
屋
願
差
出
、
如
例
許
容
、
尤
麦
藁
屋
祢
停

止
、
葭
簀
を
以
日
覆
可
致
段
申
渡

同
記
事
よ
り
、
天
龍
寺
は
昨
春
の
一
件
を
踏
ま
え
、
門
前
の
出
店

人
へ
「
麦
藁
屋
祢
」
を
禁
じ
、「
日
覆
」
は
葭
簀
囲
い
と
す
る
よ
う

条
件
を
付
け
て
赦
免
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
安
永

年
間
に
は
、
門
前
出
店
人
の
な
か
に
「
麦
藁
屋
祢
」
付
き
の
小
屋

掛
け
を
営
む
者
も
現
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
事
態
が
門
前
日
切
茶
店
と
京
都
日
切
茶
店
の
摩
擦
を
強
め
る

一
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
龍
寺
は
門
前
日
切

茶
店
の
営
業
を
簡
素
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
両
者
に
折
り
合
い
を
付

け
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
嵐
山
に
お
け
る

京
都
日
切
茶
店
と
門
前
日
切
茶
店
の
間
の
摩
擦
は
、
そ
の
後
も
燻

り
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
三
月
の
出
店
（
21
）
の
後
、
天
龍
寺
門
前
か

ら
の
出
店
が
続
く
一
方
で
、
京
都
市
掛
仲
間
に
よ
る
出
店
の
記
録

は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
ま
で
七
年
の
間
中
断
す
る
。
そ
の
理

由
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、『
京
都
町
触
集
成
』
に
よ
れ
ば
、
天

明
三
年
と
同
六
年
の
二
度
に
渡
っ
て
、
町
奉
行
所
か
ら
安
永
元
年

と
同
文
の
市
掛
触
が
出
さ
れ
て
い
る
（
22
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
、

両
者
間
の
摩
擦
関
係
は
再
び
強
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
５
）
三
軒
屋
の
茶
屋
営
業

天
龍
寺
の
南
側
に
位
置
し
、
大
井
川
を
挟
ん
で
嵐
山
を
正
面
に

臨
む
三
軒
屋
は
、
そ
の
格
好
の
条
件
を
活
か
し
て
古
く
か
ら
茶
屋

（
貸
座
敷
）
を
営
ん
で
き
た
（
23
）
。
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
五
月
一
〇

日
に
嵐
山
を
訪
れ
た
土
佐
藩
士
谷
重
遠
は
『
東
遊
草
』
に
次
の
よ

う
に
書
き
残
し
て
い
る
（
24
）
。
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橋
の
向
よ
り
左
へ
川
を
さ
か
上
り
つ
め
た
る
所
の
茶
店
に
て
、

吉
野
や
行
庖
な
と
出
し
も
て
な
し
け
り
。
善
美
つ
く
し
た
る

盃
盤
也
。
就
中
、
前
の
川
に
て
あ
ゆ
と
ら
せ
、
な
ま
す
に
い

と
な
み
多
く
く
ひ
た
る
、
た
く
い
な
き
興
也
。
此
茶
や
南
に

向
、
前
に
大
井
川
滝
な
り
て
お
つ
、
白
流
雪
の
こ
と
し
。
向

に
嵐
山
之
峰
そ
は
た
て
り
。（
中
略
）
無
双
の
景
趣
、
酒
後
前

の
川
に
出
て
川
あ
み
し
、
遊
戯
三
昧
老
を
わ
す
る
ゝ
態
也
。

「
茶
店
」
が
三
軒
屋
を
指
す
こ
と
は
前
後
の
記
述
か
ら
間
違
い
な
い
。

同
見
聞
記
に
お
い
て
、
三
軒
屋
は
客
に
酒
肴
を
供
し
た
こ
と
、
さ

ら
に
は
、
夏
に
限
っ
て
で
あ
ろ
う
が
、
大
井
川
で
捕
っ
た
活
き
鮎

を
そ
の
場
で
仕
出
し
て
客
を
悦
ば
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
25
）
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
三
軒
屋
は
遅
く
と
も
近
世
中
期
ま
で
に
こ
う
し
た
茶

屋
業
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
三
軒
屋
は
近
世
末
期
ま
で
に
三
軒
そ
れ
ぞ
れ
が
風
流
な

屋
号
で
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
26
）
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
刊

行
『
洛
西
嵯
峨
名
所
案
内
記
』
に
は
、「
三
軒
家
　
雪
月
花
に
わ
か

ち
て
三
軒
あ
り
。
各
額
を
上
る
。
都
鄙
遊
室
の
宴
席
也
」
と
み
え

る
（
27
）
。
こ
れ
よ
り
前
の
文
政
年
間
に
、
ほ
ぼ
例
年
の
よ
う
に
嵐
山
を

花
見
に
訪
れ
た
頼
山
陽
は
、
例
え
ば
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）

三
月
一
八
日
に
三
樹
三
郎
ら
を
伴
い
「
三
軒
屋
雪
の
や
ニ
一
泊
」

す
る
な
ど
、
三
軒
屋
を
定
宿
の
如
く
利
用
し
て
い
る
（
28
）
。
こ
の
ほ
か
、

『
年
中
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
三
月
、
京
都

所
司
代
松
平
資
訓
一
行
が
巡
見
の
途
次
、
三
軒
屋
に
休
息
後
「
嵐

山
桜
花
乗
船
山
際
ニ
而
御
覧
」
し
た
の
を
初
例
と
し
て
、
幕
府
高

官
が
嵯
峨
嵐
山
を
巡
見
あ
る
い
は
遊
覧
す
る
際
に
、
し
ば
し
ば
三

軒
屋
を
休
息
所
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、

三
軒
屋
は
お
も
に
上
層
の
客
を
相
手
に
茶
屋
を
営
み
、
あ
る
い
は

座
敷
を
貸
し
出
し
て
酒
肴
を
供
し
た
ほ
か
、
時
に
は
旅
籠
も
兼
ね

て
客
を
泊
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
述
し
た
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
の
市
掛
触
に
先
ん
じ
て
、

同
年
六
月
、
町
奉
行
所
は
「
洛
中
洛
外
其
外
所
々
ニ
而
寄
宿
并
貸

座
敷
旅
人
宿
諸
商
人
之
宿
い
た
し
候
者
共
」
に
対
し
、「
寄
宿
并
貸

座
敷
改
会
所
」（
＝
仲
間
）
の
印
札
を
請
け
て
営
業
す
る
よ
う
触
れ

出
す
（
29
）
。
二
ヶ
月
後
の
八
月
、
東
町
奉
行
所
か
ら
三
軒
屋
へ
召
状
が

届
く
と
、
三
軒
屋
は
天
龍
寺
へ
「
定
而
貸
シ
座
鋪
印
札
之
儀
与
奉

存
候
、
如
何
御
返
答
可
仕
哉
」
と
伺
い
を
立
て
る
。
天
龍
寺
は
三

軒
屋
に
「
印
札
請
候
義
堅
ク
不
相
成
候
」
と
し
た
う
え
、
町
奉
行

所
へ
対
し
て
は
「
三
軒
屋
之
義
者
、
先
年
よ
り
も
一
札
差
上
有
之
、

止
宿
音
曲
等
停
止
申
付
有
之
事
ニ
候
得
者
、
其
趣
可
申
断
旨
」
回

答
す
る
よ
う
指
示
す
る
。
翌
日
、
出
頭
し
た
三
軒
屋
へ
、
町
奉
行

所
は
触
と
お
り
「
会
所
」
の
印
札
を
受
け
る
か
、
さ
も
な
く
ば

「
此
以
後
貸
シ
座
敷
仕
間
敷
旨
証
文
」
を
差
し
出
す
よ
う
求
め
る
。
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三
軒
屋
が
天
龍
寺
の
指
示
通
り
に
回
答
す
る
と
、
町
奉
行
所
は

「
地
頭
へ
も
申
候
而
得
与
了
簡
可
仕
旨
」
申
し
渡
し
た
。
翌
日
、
三

軒
屋
は
天
龍
寺
の
重
ね
て
の
指
示
通
り
「
是
迄
地
頭
天
龍
寺
へ
来

客
有
之
節
、
休
息
所
ニ
被
申
付
候
義
有
之
、
其
外
貸
座
鋪
渡
世
ニ

仕
候
義
不
相
成
旨
、
古
来
地
頭
よ
り
申
渡
被
置
候
義
故
、
印
札
請

候
義
御
免
可
被
下
旨
」
書
付
を
提
出
し
、
町
奉
行
所
で
預
か
る
こ

と
と
な
る
（
30
）
。

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
、『
年
中
記
録
』
に
記
録
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
、
特
段
の
沙
汰
な
く
う
や
む
や
の
ま
ま
に
な

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
に
、
こ
の
後
も
文
政
一
〇
年
三

月
に
大
槻
磐
渓
が
（『
西
游
紀
程
』）、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
三

月
に
は
富
本
繁
太
夫
（『
筆
満
可
勢
』）
ら
が
三
軒
屋
に
休
息
し
た

り
、
宿
泊
し
て
い
る
（
31
）
。
と
も
あ
れ
、
同
一
件
は
、
三
軒
屋
が
実
態

と
し
て
「
寄
宿
并
貸
座
敷
」
を
営
業
し
て
い
た
―
同
業
仲
間
か
ら

そ
の
よ
う
に
み
ら
れ
た
―
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ

し
て
、
こ
の
安
永
元
年
の
貸
座
敷
触
が
仲
間
外
の
者
の
営
業
を
規

制
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
市
掛
触
と
同
様
、
同
業
仲

間
に
よ
る
町
奉
行
所
へ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
そ
の
背
景
に
は
、
当
時
の
京
都
に
お
い
て
、「
市
掛
」
や
「
寄

宿
并
貸
座
敷
」
の
同
業
仲
間
が
幕
府
へ
冥
加
を
納
め
て
保
証
さ
れ

て
き
た
営
業
権
益
が
、
仲
間
外
の
者
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
事
態

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
町
奉

行
所
は
再
三
統
制
に
乗
り
出
す
が
、
嵐
山
の
日
切
茶
店
や
三
軒
屋

の
例
に
み
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
仲
間
外
の
者
の
台
頭
を
抑
え
も

の
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
前
節
及
び
本
節
に
み
た
事
例
は
、
一

八
世
紀
後
期
の
京
都
の
そ
こ
か
し
こ
で
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
同
業

仲
間
と
仲
間
外
の
者
の
摩
擦
が
、
嵐
山
に
一
つ
の
縮
図
と
し
て
現

れ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

二
　
近
世
後
期
の
日
切
茶
店
と
〈
花
の
嵐
山
〉

（
１
）
天
明
大
火
後
の
日
切
茶
店
と
嵐
山

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
京
都
大
火
は
三
日
間
で
京
都
市
中

の
ほ
ぼ
全
域
を
焼
き
尽
く
し
た
（
32
）
。
こ
の
未
曾
有
の
災
害
が
、
当
時

の
京
都
社
会
、
市
中
の
人
び
と
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
は
か
り
し
れ

な
い
ほ
ど
大
き
か
っ
た
。
大
火
後
、
幕
府
は
老
中
松
平
定
信
を
上

京
さ
せ
、
復
興
政
策
を
推
し
進
め
る
。
こ
の
一
連
の
京
都
復
興
政

策
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
統
制
が
一
時
的
に

緩
め
ら
れ
る
。『
京
都
町
触
集
成
』
に
は
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇

〇
）
三
月
に
東
町
奉
行
所
よ
り
出
さ
れ
た
次
の
触
書
が
収
め
ら
れ

て
い
る
（
33
）
。

天
明
八
申
年
当
地
大
火
ニ
付
、
諸
会
所
、
諸
問
屋
、
諸
仲
ヶ
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間
、
諸
株
之
内
、
冥
加
金
銀
相
納
来
候
分
、
追
而
及
沙
汰
候

迄
者
先
差
免
、
冥
加
金
銀
不
相
納
向
々
茂
其
旨
相
心
得
、
渡

世
手
広
ニ
相
成
候
様
可
致
旨
相
触
置
候
処
、
右
会
所
、
問
屋
、

仲
ヶ
間
、
諸
株
共
取
調
之
上
、
追
々
ニ
火
災
以
前
之
趣
を
以

申
付
候
間
、
其
旨
相
心
得
、
仲
ヶ
間
外
之
者
共
心
得
違
無
之

様
可
致
候

右
之
通
洛
中
洛
外
町
々
江
不
洩
様
可
相
触
も
の
也

申
三
月
十
八
日

同
触
書
の
前
半
の
く
だ
り
に
あ
る
と
お
り
、
大
火
後
、
仲
間
に
課

さ
れ
て
い
た
「
冥
加
金
銀
」（
営
業
税
）
が
免
除
さ
れ
る
と
と
も
に

仲
間
の
営
業
権
も
一
時
的
に
解
消
さ
れ
、
一
転
し
て
、
仲
間
の
内

外
に
か
か
わ
ら
ず
「
渡
世
手
広
ニ
」
商
売
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ

る
。こ

の
京
都
復
興
の
槌
音
の
な
か
で
、
嵐
山
の
日
切
茶
店
は
一
つ

の
画
期
を
迎
え
る
。『
年
中
記
録
』
に
お
い
て
、
天
明
二
年
か
ら
七

年
間
中
断
し
て
い
た
京
都
日
切
茶
店
の
出
店
記
録
が
寛
政
元
年
よ

り
再
び
書
き
留
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
寛
政
八
年
以
降
は
殆
ど

中
断
な
く
幕
末
ま
で
毎
年
出
店
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、

門
前
日
切
茶
店
は
、
寛
政
年
間
に
出
店
人
数
が
飛
躍
的
に
増
加
す

る
。『
年
中
記
録
』
で
は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
門
前
の
立

石
町
、
造
路
町
だ
け
で
一
四
名
も
が
日
切
茶
店
を
出
店
し
て
以
後
、

約
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
毎
年
一
五
名
前
後
の
出
店
人
数
が
記
録
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

同
時
期
に
み
ら
れ
る
両
日
切
茶
店
の
変
化
の
背
景
と
し
て
、
一

つ
に
は
、
前
述
の
幕
府
に
よ
る
復
興
政
策
の
影
響
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
仲
間
以
外
の
者
に
よ
る
新
規
商
売
が
奨
励
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
安
永
期
か
ら
天
明
期
に
か
け
て
顕
在
化
し
た
市
掛
仲

間
と
門
前
出
店
人
の
摩
擦
関
係
が
、
一
時
的
に
緩
和
さ
れ
表
立
た

な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
京
都
日
切
茶

店
は
出
店
を
再
開
し
、
門
前
日
切
茶
店
は
軒
数
を
伸
ば
し
た
。
も

う
一
つ
、
よ
り
大
き
な
背
景
と
し
て
、
天
明
の
大
火
後
、
花
の
嵐

山
を
訪
れ
る
人
び
と
―
そ
の
中
心
は
ほ
か
で
も
な
い
京
都
市
中
の

人
び
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
―
が
減
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
増
え
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
春
の
嵐
山
を
訪
れ
る
人
び
と
を
相
手
に
商

い
す
る
日
切
茶
店
の
営
み
が
、
花
見
客
の
多
少
に
左
右
さ
れ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
傍
証
と
し
て
、
寛
政
年
間
に
著
さ

れ
た
『
閑
田
耕
筆
』
に
お
い
て
、
作
者
（
未
詳
）
は
次
の
よ
う
に

述
懐
し
て
い
る
（
34
）
。

又
嵯
峨
の
嵐
山
は
昔
吉
野
を
う
つ
さ
れ
て
蔵
王
権
現
を
勧
請

あ
り
、
千
本
の
桜
を
栽
ゑ
ら
れ
し
所
な
る
を
、
貞
享
の
年
間

に
著
せ
し
山
州
名
跡
志
（

）
に
は
、「
土
地
に
ふ
さ

は
ぬ
に
や
、
今
は
さ
く
ら
な
し
」
と
書
け
り
。
さ
る
を
近
世

釈
自
慧
著
正
徳

元
年（
一
七
一
一
）刊
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は
桜
あ
ま
た
に
て
都
下
の
壮
観
と
な
り
ぬ
。
是
も
二
十
年
前

迄
は
唯
好
士
の
み
遊
び
て
、
大
か
た
の
人
は
御
室
に
聚
り
、

帷
幕
数
十
百
を
も
て
算
へ
し
に
、
今
か
し
こ
は
お
と
ろ
へ
大

井
の
川
辺
煩
わ
し
き
ま
で
茶
店
軒
を
並
べ
、
水
上
は
舟
連
り

絃
歌
か
ま
び
す
し
く
、
な
べ
て
こ
ゝ
を
花
の
湊
と
す
。
世
界

の
変
遷
か
く
の
ご
と
し
。

『
閑
田
耕
筆
』
に
よ
れ
ば
、
嵐
山
は
「
二
十
年
前
迄
」（
寛
政
年
間

当
時
か
ら
遡
る
と
明
和
・
安
永
期
に
相
当
す
る
）
文
人
墨
客
な
ど

「
好
士
」
が
訪
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
の
が
、「
近
世
は
桜
あ
ま
た
に

て
都
下
の
壮
観
」
と
な
る
ほ
ど
大
勢
の
人
び
と
で
賑
わ
う
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
（
35
）
。
も
ち
ろ
ん
、
同
記
述
の
内
容
に
つ
い
て
は
多
角

的
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
寛
政
年
間
当
時
、
花
の
頃

の
嵐
山
に
「
煩
わ
し
き
ま
で
茶
店
軒
を
並
べ
」
て
い
た
こ
と
は
、

『
年
中
記
録
』
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
嵐
山

を
花
見
に
訪
れ
る
人
出
の
増
加
に
つ
い
て
も
、
日
切
茶
店
の
出
店

軒
数
の
増
加
と
お
お
む
ね
符
合
す
る
と
い
え
る
。

（
２
）「
嵐
山
花
之
間
」
の
出
現

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
期
に
か
け
て
、
嵐
山
を
花
見
に

訪
れ
る
人
び
と
の
数
が
い
っ
そ
う
増
え
る
と
と
も
に
、
日
切
茶
店

は
最
盛
期
を
迎
え
る
。
そ
の
な
か
、『
年
中
記
録
』
の
寛
政
三
年
三

月
四
日
条
に
初
め
て
「
嵐
山
花
之
間
」
と
い
う
文
句
が
現
れ
る
。

○
両
門
前
并
法
輪
寺
門
前
之
者
共
嵐
山
花
之
間
川
原
表
茶
店

出
し
度
由
願
書
差
出

同
記
事
に
お
い
て
、
天
龍
寺
の
役
僧
は
出
店
の
日
切
．
．

を
「
嵐
山
花

之
間
」
と
書
き
留
め
る
。「
両
門
前
」（
立
石
町
、
造
路
町
）
と
法

輪
寺
門
前
の
願
人
が
差
し
出
し
た
「
願
書
」
は
省
か
れ
て
残
っ
て

い
な
い
が
、
そ
の
口
上
に
も
「
嵐
山
花
之
間
」
と
い
う
文
句
が
記

さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
寛
政
三
年
を
初
例
と
し
て
、
以

後
、
門
前
出
店
人
の
赦
免
願
に
係
る
記
録
に
は
「
花
之
間
」「
花
之

内
」
と
い
う
文
句
が
慣
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
京
都
市

掛
仲
間
の
出
店
に
お
い
て
も
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
三
月
二

九
日
条
に
写
し
取
ら
れ
た
、
天
龍
寺
役
人
が
町
奉
行
所
へ
差
し
出

し
た
口
上
書
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
現
れ
る
。

口
上
覚

一
、
嵐
山
花
之
間
当
三
月
五
日
よ
り
日
数
三
十
日
之
間
、
当

寺
境
内
大
井
川
表
芝
間
ニ
而
、
煮
売
屋
并
水
茶
屋
等
小

屋
挂
ケ
仕
度
旨
相
願
申
候
、
尤
是
迄
年
々
右
場
所
ニ
而

為
致
商
売
候
ニ
付
、
当
年
茂
差
置
可
申
奉
存
候
故
、
商

売
人
共
よ
り
御
願
可
申
上
候
間
、
御
許
容
被
成
下
候
様

仕
度
奉
存
候
、
以
上

戌
二
月

天
龍
寺
役
人
　
芹
川
恵
旦
印

御
奉
行
所
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こ
の
口
上
書
で
も
、「
嵐
山
花
之
間
」
と
い
う
文
句
は
、
天
龍
寺
役

人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
市
掛
惣
代
が
同
寺
及
び
町
奉
行

所
へ
差
し
出
し
た
赦
免
願
書
に
も
や
は
り
同
様
に
記
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
幕
末
に
至
る
ま
で
、
京
都
日

切
茶
店
の
出
店
赦
免
に
係
る
記
録
に
お
い
て
も
、「
嵐
山
花
之
間
」

と
い
う
文
句
が
日
切
．
．

を
表
す
文
句
と
し
て
用
い
続
け
ら
れ
る
。

嵐
山
の
麓
に
営
ま
れ
た
日
切
茶
店
の
営
み
に
お
い
て
、「
嵐
山
花

之
間
」
と
い
う
文
句
が
現
れ
慣
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、

単
に
出
店
期
間
を
表
す
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
う
い
う
人
び

と
を
目
当
て
に
商
売
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
出
店
人
と
天
龍
寺
、

さ
ら
に
は
町
奉
行
所
の
三
者
の
間
で
共
通
の
認
識
と
し
て
も
た
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
長
い
営
み
を
経
て
、

嵐
山
の
日
切
茶
店
に
か
か
わ
る
人
び
と
が
、
古
く
か
ら
の
名
所
を

〈
花
の
嵐
山
〉
―
今
を
生
き
る
人
び
と
の
今
の
名
所
―
と
し
て
自
ら
．
．

覚
え
た

．
．
．

、
そ
の
か
た
ち
と
し
て
の
発
現
で
は
な
か
っ
た
か
。

時
を
同
じ
く
、
花
の
嵐
山
の
日
切
茶
店
に
新
た
な
営
み
が
加
わ

る
。
先
述
の
と
お
り
、
京
都
市
掛
仲
間
は
出
店
に
と
も
な
っ
て
天

龍
寺
へ
地
代
を
納
め
て
き
た
。
他
方
、
門
前
の
出
店
人
は
地
代
を

減
ら
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
免
ぜ
ら
れ
て
き
た
が
、
享
和
元
年

（
一
八
〇
一
）、
天
龍
寺
は
門
前
の
出
店
人
へ
対
し
、「
冥
加
」（
地

代
）
と
し
て
嵐
山
へ
一
人
に
つ
き
二
、
三
本
の
桜
の
苗
木
を
植
え

付
け
る
よ
う
申
し
渡
す
。『
年
中
記
録
』
同
年
二
月
一
五
日
条
に
は
、

次
の
よ
う
に
書
き
留
め
ら
れ
る
。

○
両
門
前
（

）
よ
り
花
之
間
川
原
表
江
水
茶
屋
指
出
候
者

共
江
、
嵐
山
桜
無
之
場
所
江
、
壱
人
前
年
二
三
本
宛
山
間

よ
り
掘
出
植
付
候
様
申
渡
、
委
于
訴
訟
冊
子

こ
の
後
、
同
月
二
二
日
に
は
、
門
前
両
町
の
出
店
人
よ
り
桜
苗
の

植
え
付
け
に
つ
い
て
請
書
が
差
し
出
さ
れ
た
（
36
）
。
こ
れ
を
初
例
と
し

て
、
同
年
以
降
、
天
龍
寺
は
門
前
出
店
人
に
対
し
嵐
山
へ
の
桜
苗

植
え
付
け
を
課
し
て
ゆ
く
。
門
前
日
切
茶
店
の
出
店
人
が
、
一
人

に
つ
き
二
本
程
の
桜
の
苗
木
を
嵐
山
の
桜
が
目
立
た
な
い
箇
所
へ

植
え
付
け
る
と
い
う
営
み
は
、
短
く
と
も
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）

頃
ま
で
二
〇
年
余
の
間
続
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
文
政
一
〇

年
（
一
八
二
七
）
の
記
事
で
は
「
花
之
比
茶
店
筵
借
等
願
出
候
者
、

為
冥
加
料
年
々
嵐
山
へ
桜
苗
植
来
候
処
、
其
儀
も
近
年
免
之
」
と

み
え
る
が
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
に
は
「
門
前
之
者
桜
苗
植

付
近
来
休
息
ニ
付
今
年
ハ
両
日
計
出
勤
申
付
」
と
の
記
事
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
文
政
年
間
以
降
も
時
お
り
行
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
間
、
享
和
か
ら
文
化
に
か
け
て
は
、
門
前
町

だ
け
で
も
毎
年
一
五
名
余
の
者
が
日
切
茶
店
を
営
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
、
単
純
に
算
え
る
と
毎
年
三
〇
本
、
二
〇
年
間
と
す
れ
ば
六

〇
〇
本
程
の
桜
の
苗
木
が
嵐
山
に
植
え
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

立
石
町

造
路
町
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寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
天
龍
寺
が
町
奉
行
所
へ
提
出
し
た

「
嵐
山
桜
木
之
覚
」
に
記
さ
れ
た
当
時
の
桜
の
数
五
〇
〇
本
弱
と
比

べ
る
と
、
こ
の
営
み
が
花
の
嵐
山
の
景
観
に
い
か
に
大
き
く
作
用

し
た
か
想
像
す
る
に
難
く
な
い
（
37
）
。

天
龍
寺
は
嵐
山
の
花
見
に
訪
れ
る
人
び
と
を
相
手
に
商
い
す
る

日
切
茶
店
の
出
店
人
に
対
し
、
冥
加
と
し
て
嵐
山
へ
桜
苗
を
植
え

付
け
さ
せ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
天
龍
寺
は
日
切
茶
店
に
〈
花
の

嵐
山
〉
で
得
た
利
益
の
一
部
を
嵐
山
に
還
元
さ
せ
よ
う
と
し
た
と

い
え
る
。
天
龍
寺
に
こ
の
よ
う
に
着
想
さ
せ
た
の
は
、
今
の
名
所

と
し
て
の
〈
花
の
嵐
山
〉
の
存
在
―
そ
の
領
主
と
し
て
の
自
覚
で

は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、
日
切
茶
店
の
出
店
人
は
、
実
際
に
嵐
山

へ
桜
の
苗
木
を
植
え
付
け
る
行
為
の
な
か
で
、
や
は
り
〈
花
の
嵐

山
〉
の
存
在
を
そ
れ
に
依
存
す
る
者
の
立
場
で
覚
え
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
の
営
み
は
ま
さ
し
く
〈
花
の
嵐
山
〉
を
成
熟
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、〈
花
の
嵐
山
〉
そ
れ
自
体
が
生
ん
だ
営
み
で

あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

（
３
）
門
前
日
切
茶
店
の
実
情

寛
政
末
年
か
ら
文
化
年
間
に
か
け
、
門
前
日
切
茶
店
の
出
店
数

が
毎
春
お
よ
そ
一
五
軒
を
数
え
る
な
か
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）

に
、
天
龍
寺
は
門
前
出
店
人
へ
次
の
よ
う
な
掟
を
申
し
渡
し
て
い

る
。

掟

一
、
公
儀
御
法
度
堅
可
相
守
事

一
、
銘
々
茶
店
前
之
外
川
原
内
別
段
之
所
江
床
机
其
外
筵
持

出
貸
し
候
義
不
相
成
事

一
、
茶
代
席
料
等
先
方
志
次
第
申
請
過
分
之
義
申
し
乞
請
候

義
停
止
之
事

一
、
花
見
遊
興
之
輩
銘
々
茶
店
江
引
込
候
義
致
間
敷
事

一
、
煮
売
一
切
不
相
成
事

一
、
銘
々
互
ニ
申
合
、
喧
嘩
口
論
等
無
之
様
相
制
し
可
申
事

一
、
花
見
遊
興
之
輩
川
内
水
中
江
は
い
り
候
も
の
有
之
者
、

法
度
之
旨
申
聞
相
制
可
申
事

一
、
山
林
近
所
火
之
元
別
而
可
入
念
事

一
、
山
林
江
猥
ニ
立
入
並
花
之
枝
等
折
取
輩
有
之
者
厳
敷
相

制
可
申
事

一
、
茶
見
世
日
暮
限
ニ
相
仕
舞
可
申
事

右
之
条
々
堅
ク
可
相
守
者
也

天
龍
寺

午
三
月

役
者

掟
に
戒
め
ら
れ
た
条
々
は
、
図
ら
ず
も
当
時
の
日
切
茶
店
の
あ
り

よ
う
を
明
け
広
げ
に
物
語
っ
て
い
る
。
掟
の
条
々
に
よ
れ
ば
、
花

の
嵐
山
の
麓
、
大
井
川
の
河
原
で
は
、
軒
を
並
べ
る
日
切
茶
店
が

競
い
合
う
よ
う
に
行
き
交
う
客
の
袖
を
引
い
た
。
商
売
熱
心
な
出
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店
人
は
、
お
の
が
茶
店
の
ほ
か
に
適
当
な
場
所
を
見
つ
く
ろ
っ
て

床
机
や
筵
を
持
ち
出
す
者
や
、
客
に
過
分
の
茶
代
、
席
料
を
求
め

る
者
ま
で
い
た
。
ま
た
、
門
前
出
店
人
の
な
か
に
は
、
京
都
市
掛

仲
間
が
営
ん
だ
「
煮
売
茶
屋
」
に
真
似
て
小
屋
掛
け
し
、
湯
茶
に

加
え
て
飯
や
煮
物
を
供
す
「
煮
売
」
を
営
む
者
も
現
れ
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。
こ
う
し
た
実
情
は
、
京
都
日
切
茶
店
と
の
摩
擦
を
強

め
る
原
因
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
事
態
を
改
め
る
べ
く
出
さ
れ
た
掟
で
あ
っ
た
が
、
天

龍
寺
の
意
に
叶
わ
ず
効
は
薄
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
化
九
年
、

天
龍
寺
は
門
前
の
出
店
人
に
対
し
「
床
掛
并
床
机
等
持
出
候
義
」

を
停
止
し
、「
筵
を
敷
茶
店
出
候
義
」
の
み
を
許
す
と
い
う
措
置
に

乗
り
出
す
。
さ
ら
に
翌
文
化
一
〇
年
に
は
、
門
前
出
店
人
の
う
ち

七
名
ほ
か
「
帯
刀
分
之
者
」
へ
「
永
々
茶
店
者
勿
論
平
焼
筵
貸
等

一
切
停
止
」
を
命
じ
る
と
と
も
に
、
別
に
八
名
の
者
へ
も
「
格
別

困
窮
之
者
共
相
見
へ
不
申
」
と
の
理
由
か
ら
出
店
願
を
却
下
し
、

た
だ
「
貧
窮
之
者
」
ば
か
り
に
出
店
を
赦
免
す
る
と
い
う
処
断
に

踏
み
切
る
。
こ
の
一
連
の
処
置
の
理
由
と
し
て
、『
年
中
記
録
』
文

化
一
〇
年
三
月
五
日
条
に
書
き
残
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

右
茶
店
之
義
ハ
、
元
来
為
窮
民
地
代
相
免
、
少
々
宛
茶
代
相

受
、
渡
世
之
助
成
ニ
も
可
相
成
哉
ト
存
、
差
免
有
之
候
処
、

近
年
来
、
右
之
者
共
内
々
茶
店
株
ト
称
シ
、
高
金
ニ
而
右
株

譲
与
候
趣
故
、
自
然
ト
茶
代
或
席
代
等
相
貪
、
遊
山
之
者
甚

致
迷
惑
候
由
粗
相
聞
、
且
両
庁
（

）
組
内
よ
り
塔
頭
知
寄

之
方
へ
噂
も
有
之
、
旁
以
難
捨
置
、
左
之
通
評
決

記
事
に
よ
れ
ば
、
天
龍
寺
は
、
日
切
茶
店
に
つ
い
て
、
元
来
は
門

前
領
民
の
生
業
を
助
け
る
た
め
に
「
地
代
」
を
減
免
し
て
許
し
た

も
の
と
説
明
す
る
。
記
述
と
お
り
と
す
れ
ば
、「
窮
民
」
救
済
を
目

的
と
し
て
赦
免
し
た
日
切
茶
店
が
、
近
年
に
は
出
店
権
が
「
茶
店

株
」
化
し
て
売
買
譲
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
過
分
の
「
茶
代
」

を
貪
り
取
る
者
も
現
れ
た
。
そ
の
結
果
、「
遊
山
之
者
」
が
迷
惑
す

る
よ
う
な
事
態
を
生
む
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。
注
目
す
べ
き
は
、

こ
う
し
た
見
逃
し
が
た
い
事
情
を
聞
き
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
町
奉

行
所
筋
か
ら
、
内
々
に
譴
責
を
受
け
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
一
文
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
事
態
を
重
く
見
て
、
天
龍
寺
は
事
態

を
改
善
す
べ
く
厳
し
い
処
断
に
踏
み
切
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文

化
一
〇
年
の
処
置
の
後
、
翌
一
一
年
こ
そ
出
店
の
記
録
が
み
ら
れ

な
い
が
、
文
化
一
二
年
以
降
は
門
前
及
び
境
内
の
者
に
よ
り
「
床

掛
」「
筵
貸
」
等
の
出
店
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ

て
、
文
化
九
、
一
〇
年
の
一
連
の
処
置
は
結
果
と
し
て
一
時
的
な

引
き
締
め
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
京
都
日
切
茶
店
の
事
情

東
西
町

奉
行
所
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寛
政
末
年
か
ら
化
政
期
に
か
け
て
、
京
都
日
切
茶
店
も
、
船
屋

権
七
、
同
三
郎
兵
衛
を
惣
代
と
し
て
毎
春
出
店
を
続
け
る
。
こ
の

間
、
天
龍
寺
が
京
都
市
掛
仲
間
へ
課
し
た
地
代
は
、
当
初
の
銭
三

〇
〇
文
か
ら
次
第
に
増
額
さ
れ
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
以
降

は
間
口
一
間
に
つ
き
銭
五
〇
〇
文
と
な
る
。
京
都
日
切
茶
店
の
出

店
軒
数
は
、
近
在
寺
社
の
開
帳
を
と
も
な
わ
な
い
年
に
は
三
軒
前

後
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
文
化
九
年
の
例
で
、「
市
掛
」
二
軒

で
地
代
一
三
貫
文
、
水
茶
屋
一
軒
で
地
代
五
〇
〇
文
と
記
録
さ
れ

る
と
お
り
、
相
当
大
規
模
な
小
屋
掛
け
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
京
都
日
切
茶
店
の
「
市
掛
」
営
業
に
比
べ
る
と
、
門
前

日
切
茶
店
の
「
床
机
」「
筵
貸
」
等
は
文
字
通
り
簡
素
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
段
々
に
軒
数
を
増
や
し
営
業
の

幅
を
広
げ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
や
が
て
京
都
日
切
茶
店
に
と
っ
て

看
過
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。

天
明
の
大
火
後
の
京
都
復
興
が
一
段
落
す
る
と
、
幕
府
は
そ
れ

ま
で
緩
め
て
い
た
経
済
統
制
を
元
の
通
り
に
引
き
締
め
始
め
る
。

そ
の
な
か
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
三
月
に
、
京
都
町
奉
行
所

は
前
掲
安
永
元
年
の
市
掛
触
と
同
文
の
触
書
を
出
し
、
仲
間
外
の

者
に
よ
る
営
業
の
規
制
に
再
び
乗
り
出
す
。『
京
都
町
触
集
成
』
に

収
録
さ
れ
た
触
書
に
は
、
前
掲
触
書
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
の
後
に
次

の
と
お
り
足
し
加
え
ら
れ
て
い
る
（
38
）
。

大
火
後
、
諸
商
売
手
広
ニ
可
致
渡
世
旨
触
置
候
付
、
勝
手
次

第
差
出
候
者
も
可
有
之
候
へ
共
、
寛
政
十
二
申
年
よ
り
右
市

掛
仲
ヶ
間
如
元
相
立
、
貸
札
貸
渡
候
儀
者
差
留
ニ
付
、
是
迄

右
躰
渡
世
仕
馴
候
も
の
共
、
銘
々
居
宅
二
而
渡
世
い
た
し
候

儀
者
格
別
、
向
後
仲
ヶ
間
外
之
者
猥
ニ
寺
社
境
内
其
外
所
々

法
会
場
所
等
へ
市
掛
い
た
し
、
煮
売
水
茶
屋
差
出
候
義
堅
致

間
敷
候
、
尤
地
主
ニ
も
右
之
趣
可
相
心
得
事

こ
の
足
し
書
き
に
よ
れ
ば
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
市
掛

仲
間
が
再
結
成
さ
れ
た
後
、
表
向
き
に
は
営
業
権
の
貸
し
借
り
が

差
し
止
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
町
奉
行
所
は
「
仲
ヶ
間
外

之
者
」
が
「
寺
社
境
内
其
外
所
々
法
会
場
所
等
」
に
お
い
て
日
切

茶
店
を
営
む
こ
と
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
。

同
触
書
が
出
さ
れ
て
間
も
な
く
、
同
じ
三
月
の
う
ち
に
、
市
掛

仲
間
の
惣
代
船
屋
三
郎
兵
衛
は
天
龍
寺
に
対
し
て
、
門
前
及
び
境

内
出
店
人
に
「
私
共
之
印
札
ヲ
借
受
、
且
公
儀
ニ
御
益
之
割
合
、

少
々
被
出
呉
候
様
」
求
め
、
併
せ
て
地
代
減
免
も
要
望
す
る
。
こ

れ
に
対
し
、
天
龍
寺
は
門
前
日
切
茶
店
は
「
境
内
門
前
困
窮
之
者

助
勢
之
た
め
、
憐
愍
を
以
地
代
相
免
し
為
差
出
、
先
々
よ
り
仕
来

商
売
人
ニ
無
之
、
暫
く
花
之
間
農
業
之
手
透
キ
ニ
さ
し
出
候
事
」

と
し
て
、
領
内
出
店
人
に
仲
間
の
印
札
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
旨
返
答
し
た
。
ま
た
、
地
代
増
額
に
つ
い
て
も
諸
物
価
の
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上
昇
に
見
合
う
も
の
と
回
答
し
、
そ
れ
が
不
都
合
で
あ
れ
ば
市
掛

仲
間
の
出
店
を
赦
免
し
な
い
と
し
て
退
け
る
。
翌
文
政
五
年
に
も
、

市
掛
仲
間
か
ら
「
御
門
前
百
姓
衆
無
株
ニ
而
茶
店
被
出
候
義
」
に

つ
い
て
「
指
閊
之
旨
」
申
し
立
て
ら
れ
た
が
、
天
龍
寺
で
は
昨
年

同
様
に
応
対
す
る
。

文
政
六
年
に
至
り
、
不
服
満
々
の
市
掛
仲
間
は
文
政
四
年
の
触

書
を
前
面
に
押
し
立
て
て
―
「
御
公
儀
」
の
威
を
借
り
て
―
強
く

請
願
し
、
つ
い
に
天
龍
寺
を
折
れ
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
、
市
掛
仲

間
と
「
御
境
内
百
姓
衆
中
茶
店
被
差
出
候
衆
中
」
と
の
間
で
「
対

談
」
に
及
ぶ
運
び
と
な
っ
た
。「
対
談
」
を
前
に
、
市
掛
仲
間
は

「
床
木
斗
差
出
、
日
覆
相
止
メ
候
ハ
ヽ
不
及
対
談
」
と
の
条
件
を
提

案
す
る
。
し
か
し
、
門
前
の
出
店
人
は
―
客
足
を
左
右
し
か
ね
な

い
「
日
覆
」
取
り
止
め
と
い
う
条
件
は
呑
め
な
か
っ
た
の
か
―
こ

れ
を
断
り
、
結
局
「
対
談
」
に
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
両
者
の

「
対
談
」
の
内
容
は
記
録
に
な
く
知
り
得
な
い
（
39
）
が
、
と
に
か
く
も

「
対
談
」
が
調
っ
た
結
果
と
し
て
、
翌
七
年
以
降
も
こ
れ
ま
で
通
り

両
日
切
茶
店
と
も
に
出
店
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
但
し
、
両
者
の

摩
擦
は
同
年
の
「
対
談
」
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
解
消
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
そ
の
後
も
幕
末
ま
で
燻
り
続
け
る
こ
と
と
な
る
。

（
５
）
幕
末
の
日
切
茶
店

〈
花
の
嵐
山
〉
の
に
ぎ
わ
い
の
下
、
同
じ
文
政
年
間
に
は
、
三

軒
屋
が
日
切
茶
店
に
参
入
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で

三
軒
屋
は
居
宅
を
「
貸
座
敷
」
と
し
て
、
お
も
に
上
層
（
あ
る
い

は
富
裕
層
）
の
人
び
と
を
相
手
に
日
切
な
く

．
．
．
．

茶
屋
を
営
ん
で
き
た
。

こ
れ
と
は
別
に
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
な
っ
て
、
三
軒
屋

一
統
は
天
龍
寺
へ
「
法
輪
寺
開
帳
中
并
花
之
間
、
名
々
居
宅
之
前

床
机
出
置
度
旨
」
赦
免
を
願
い
出
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
宅
の
前
に
床

机
を
出
し
て
日
切
茶
店
を
営
む
。
同
二
年
の
出
店
を
初
例
と
し
て
、

以
降
幕
末
ま
で
に
じ
わ
じ
わ
と
営
業
規
模
を
広
げ
、
文
政
七
、
八

年
に
は
「
日
覆
」
を
差
し
掛
け
た
床
机
ま
で
営
む
よ
う
に
な
る
。

三
軒
屋
の
参
入
は
、
や
が
て
他
の
門
前
出
店
人
の
営
業
の
差
支
え

と
な
り
、
両
者
の
間
に
新
た
な
摩
擦
を
生
ん
だ
。
嘉
永
四
年
（
一

八
五
一
）
と
同
六
年
に
は
、
門
前
出
店
人
ら
の
要
望
に
よ
り
、
天

龍
寺
は
三
軒
屋
の
日
切
茶
店
出
店
を
差
し
止
め
る
。
そ
の
後
、
安

政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
門
前
出
店
人
と
三
軒

屋
一
統
の
「
対
談
」
の
な
か
で
、
結
局
「
話
談
相
調
、
三
軒
屋
床

木
五
脚
宛
無
覆
出
し
候
段
約
定
」
を
交
わ
し
て
折
り
合
う
こ
と
と

な
っ
た
。

幕
末
の
日
切
茶
店
に
係
る
記
録
と
し
て
、
天
龍
寺
文
書
に
は
、

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か
ら
明
治
元
年
の
『
天
龍
常
住
納
下
帳

（
牒
）』（
出
納
簿
）
が
伝
わ
る
。
弘
化
四
年
三
月
の
日
切
茶
店
に
つ

い
て
、『
年
中
記
録
』
の
記
事
と
併
せ
み
る
と
、
京
都
か
ら
三
軒
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（
地
代
銭
一
二
貫
二
〇
〇
文
）、
門
前
か
ら
一
六
軒
、
三
軒
屋
の
う

ち
一
軒
、
法
輪
寺
門
前
か
ら
一
軒
と
合
わ
せ
て
二
一
軒
の
日
切
茶

店
が
営
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
同
月
中
に

は
、
天
龍
寺
支
配
の
川
端
村
茂
七
に
よ
り
相
撲
が
興
行
さ
れ
、「
冥

加
料
」
銭
二
貫
文
が
天
龍
寺
へ
納
め
ら
れ
て
い
る
。
明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
の
『
天
龍
常
住
納
下
牒
』〈
表
４
〉
に
計
上
さ
れ
た

「
茶
店
冥
加
料
」
を
み
る
と
、
ま
ず
稲
荷
山
の
竹
屋
八
左
衛
門
が
納

め
た
銭
一
〇
貫
文
が
群
を
抜
い
て
多
く
、
も
っ
と
も
大
き
な
規
模

で
日
切
茶
店
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
門

前
一
同
は
ま
と
め
て
銭
三
貫
文
（
軒
数
は
不
明
）、
三
軒
屋
は
一
軒

に
つ
き
銭
三
貫
文
、

法
輪
寺
門
前
一
軒

は
銭
五
〇
〇
文
を

そ
れ
ぞ
れ
天
龍
寺

へ
納
め
た
。
総
じ

て
納
入
銭
の
多
寡

が
営
業
規
模
に
比

例
す
る
と
す
れ
ば
、

幕
末
の
花
の
嵐
山
、

大
井
川
の
河
原
で

は
、
大
小
の
小
屋

掛
け
、
日
覆
を
差
し
掛
け
た
床
机
、
野
天
の
床
机
や
筵
敷
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
日
切
茶
店
が
軒
を
並
べ
て
、
花
見
の
人
び
と
を
迎
え
た

こ
と
に
な
る
。

〈
花
の
嵐
山
〉
に
営
ま
れ
た
日
切
茶
店
は
、
天
龍
寺
、
京
都
市

掛
仲
間
、
門
前
出
店
人
、
三
軒
屋
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
時
々
に
大

小
の
摩
擦
を
起
こ
し
な
が
ら
も
、
こ
う
し
て
幕
末
ま
で
出
店
さ
れ

続
け
た
。
そ
れ
は
、〈
花
の
嵐
山
〉
が
経
済
的
営
み
の
場
と
し
て
、

京
都
で
市
掛
を
生
業
と
す
る
者
の
春
の
稼
ぎ
と
な
り
、
ま
た
嵐
山

近
辺
に
生
き
る
人
び
と
の
た
つ
き
の
助
け
と
も
な
っ
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

む
す
び
に
か
え
て

近
世
と
い
う
時
間
の
な
か
、
嵐
山
の
麓
を
流
れ
る
大
井
川
の
河

原
に
営
ま
れ
た
日
切
茶
店
。
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
日
切
茶
店
は

次
第
に
花
の
嵐
山
へ
定
着
し
て
ゆ
き
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世

紀
前
期
に
か
け
て
最
盛
期
を
迎
え
る
。
そ
の
営
み
の
変
容
は
、
と

り
も
な
お
さ
ず
、
嵐
山
を
花
の
頃
に
訪
れ
る
人
び
と
の
増
加
と
歩

み
を
と
も
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

大
勢
の
花
見
の
人
び
と
を
迎
え
た
日
切
茶
店
の
営
み
の
な
か
、

寛
政
期
以
降
に
は
「
嵐
山
花
之
間
」
と
い
う
文
句
が
現
れ
慣
用
さ

出店人 納入冥加料 備　　　考

竹八 10貫文 稲荷山竹屋八左（右）衛門

太郎兵衛 3貫文 三軒屋

治右衛門 3貫文 三軒屋

治左衛門 3貫文 三軒屋

九兵衛 3貫文 立石町渡月橋北詰

門前 3貫文 内訳は不明

乙五郎 1貫文 造路町

茂平 500文 法輪寺門前茂兵衛ヵ

与兵衛 3貫文 三軒屋

計９（名）計銀295匁

※『天龍常住納下牒』慶応４年３月納より作成

表４　明治元年（1868）3月の日切茶店
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れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
切
茶
店
に
か
か
わ
る
人
び

と
が
、
古
く
か
ら
の
名
所
を
〈
花
の
嵐
山
〉
―
今
を
生
き
る
人
び

と
の
今
の
名
所
―
と
し
て
自
覚
的
に
認
識
し
た
、
そ
の
発
現
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
天
龍
寺
は
門
前
出
店

人
に
嵐
山
へ
桜
の
苗
木
を
植
え
付
け
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し

く
〈
花
の
嵐
山
〉
を
成
熟
さ
せ
る
営
み
で
あ
る
と
同
時
に
、〈
花
の

嵐
山
〉
を
大
勢
の
人
び
と
が
訪
れ
る
と
い
う
営
み
が
、
天
龍
寺
を

通
し
て
生
み
出
し
た
営
み
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

本
稿
で
は
、
天
龍
寺
の
寺
務
日
誌
『
年
中
記
録
』
を
素
材
と
し

て
、
嵐
山
に
営
ま
れ
た
日
切
茶
店
と
い
う
一
つ
の
営
み
を
と
り
あ

げ
、
未
熟
の
ま
ま
に
書
き
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
世
と
い
う

時
間
に
成
立
し
た
〈
嵐
山
〉
と
い
う
名
所
（
文
化
）
と
は
何
か
と

い
う
問
い
に
、
い
ま
だ
答
え
を
提
起
で
き
な
い
で
い
る
。
た
だ
、

そ
れ
が
幾
重
に
も
積
み
重
な
っ
た
営
み
の
な
か
に
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
と
は
い
え
る
。
し
か
も
、〈
花
の
嵐
山
〉
と
そ
こ
に
か
か
わ

る
人
び
と
の
営
み
は
、
往
復
的
に
相
互
に
作
用
し
合
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
何
に
限
ら
ず
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
営
み
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
追
っ
て
ゆ
く
ほ
か
方
途
が
な
い

よ
う
に
も
思
え
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
年
中
記
録
』
に
は
、〈
花
の
嵐
山
〉

を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
営
み
の
跡

が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
営
み
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、

近
世
と
い
う
時
間
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
勢
で
嵐
山
と
か
か
わ

り
、〈
嵐
山
〉
と
い
う
名
所
文
化
を
培
っ
て
い
く
要
素
と
な
っ
た
と

す
れ
ば
、
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
は
ほ
ん
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
本

稿
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
営
み
、
例
え
ば
、
渡
月
橋
を

め
ぐ
る
人
び
と
の
営
み
や
嵐
山
の
景
観
に
か
か
わ
る
人
び
と
の
営

み
に
つ
い
て
も
、
本
稿
を
序
と
し
て
、
今
後
引
き
続
い
て
書
き
述

べ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

（
１
）
近
世
の
天
龍
寺
は
寺
領
一
七
二
〇
石
（
別
院
臨
川
寺
領
七
四
石
、
塔
頭
領
一

一
二
七
石
を
含
む
）
で
、
う
ち
一
一
〇
〇
石
を
嵯
峨
郷
に
領
し
た
。
天
龍
寺

の
門
前
は
立
石
町
、
造
路
町
を
中
心
に
家
数
約
七
〇
軒
、
人
数
三
〇
〇
人
程

度
で
構
成
さ
れ
た
。
周
辺
の
川
端
村
（
家
数
二
〇
〇
軒
前
後
、
人
数
約
一
〇

〇
〇
人
）、
山
本
村
、
小
溝
村
の
諸
村
は
諸
領
の
入
り
組
む
相
給
地
で
あ
っ

た
が
、
天
龍
寺
が
境
内
と
し
て
惣
支
配
し
た
。
天
龍
寺
門
前
ほ
か
境
内
諸
村

に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
に
よ
り
別
に
論
じ
た
い
。

（
２
）
京
都
府
教
育
委
員
会
編
『
天
龍
寺
古
文
書
目
録
』
及
び
京
都
府
立
総
合
資
料

館
編
『
天
龍
寺
古
文
書
目
録
補
遺
Ⅱ
』
に
よ
る
と
、『
年
中
記
録
』
は
二
系

統
伝
来
す
る
。
文
書
番
号
一
七
〇
三
〜
一
七
九
四
の
『
年
中
記
録
』（
文
書

名
「
年
中
記
録
」
一
〜
一
二
三
及
び
「
年
中
記
」
一
二
三
〜
一
三
二
の
総
称

と
し
て
本
稿
で
は
『
年
中
記
録
』
に
統
一
す
る
）
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）

一
〇
月
か
ら
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
二
月
ま
で
の
冊
が
伝
わ
る
。
途
中

「
年
中
記
録
」
四
五
〜
八
〇
（
安
永
九
年
四
月
〜
寛
政
三
年
一
二
月
分
）
を
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欠
く
ほ
か
、
天
保
期
以
降
に
数
ヶ
月
間
記
事
が
欠
落
す
る
年
が
散
見
さ
れ
る
。

一
方
、
文
書
番
号
外
二
九
六
〜
外
三
七
四
の
『
年
中
記
録
』（
文
書
名
「
年

中
記
録
」
一
〜
八
二
）
は
同
じ
く
宝
永
七
年
一
〇
月
か
ら
寛
政
五
年
（
一
七

九
三
）
七
月
の
冊
が
伝
わ
り
、
途
中
「
年
中
記
録
」
八
一
（
寛
政
四
年
一
一

月
〜
寛
政
五
年
七
月
）
を
欠
く
。
両
本
の
比
較
検
証
は
ま
だ
充
分
で
な
い
が
、

管
見
の
限
り
で
は
、
筆
記
字
体
の
ほ
か
字
句
の
使
用
に
若
干
の
異
同
が
認
め

ら
れ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
『
年
中
記
録
』
は
少
な
く
と
も
二
通
清

書
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
両
本
は
原
記
録
を
同
じ
く
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
両
系
統
の
う
ち
前
者
を
基
本
と

し
、
そ
の
欠
落
部
分
（
安
永
九
年
四
月
〜
寛
政
三
年
一
二
月
）
を
後
者
で
補

っ
た
。

以
下
、
本
稿
に
引
用
す
る
『
年
中
記
録
』
ほ
か
の
天
龍
寺
文
書
は
、
す
べ

て
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
の
写
真
帳
及
び
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ

る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
可
能
な
限
り
原
史
料
の
記
載
を
尊
重
し
た
が
、

用
字
は
固
有
名
詞
を
除
き
原
則
と
し
て
常
用
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、
仮
名

も
原
則
と
し
て
現
行
の
字
体
に
改
め
た
が
、
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

場
合
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
虫
損
・
汚
損
等
に
よ
る
判
読
不
能

部
分
に
つ
い
て
は
□
で
示
す
と
と
も
に
、（
括
弧
）
内
は
筆
者
註
と
し
た
。

（
３
）『
年
中
記
録
』
に
つ
い
て
、
文
化
一
三
年
（
一
八
一
六
）
一
〇
月
一
八
日
条
に

一
、
常
住
年
中
記
録
古
来
よ
り
有
来
候
分
、
一
通
仕
立
宝
蔵
江
可
納
置

事
但
、
壱
通
ハ
記
録
蔵
ニ
可
置
事
、
平
日
見
合
ニ
出
置
候
ハ
以
来
参
暇

私
記
残
置
、
滋
表
紙
掛
置
用
之
候
様
可
致
事

と
い
う
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
記
事
に
よ
れ
ば
、
天
龍
寺
常
住

は
古
来
よ
り
書
き
継
い
で
き
た
「
常
住
年
中
記
録
」
に
つ
い
て
、
後
覧
に
備

え
て
二
通
作
成
し
、
宝
蔵
と
記
録
蔵
へ
各
一
通
宛
収
め
て
保
管
し
た
。
一
方
、

「
平
日
見
合
」
用
に
は
「
参
暇
私．
記
」（「
役
者
記
録
」
と
同
じ
か
）
を
参
照

す
る
よ
う
に
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
年
中
記
録
』
と
い
う
寺

務
日
誌
が
天
龍
寺
の
公
的
記
録
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え

よ
う
。『
年
中
記
録
』
に
お
い
て
は
、
ほ
か
に
「
訴
訟
冊
」「
納
下
帳
」「
山

林
方
帳
面
」「
法
事
斎
筵
冊
」
等
の
記
録
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

殆
ど
が
蛤
御
門
の
変
の
被
災
等
で
失
わ
れ
た
よ
う
で
今
に
伝
わ
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
ら
の
諸
冊
帳
に
つ
い
て
、
特
に
一
八
世
紀
四
〇
年
代
以
降
の
『
年

中
記
録
』
で
は
、
記
事
文
末
尾
に
「
見
于
納
下
帳
」「
委
于
境
内
訴
訟
冊
」

「
願
書
在
訴
訟
之
冊
」
等
と
小
字
で
注
記
さ
れ
る
事
例
が
目
立
つ
よ
う
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
例
え
ば
定
例
的
な
文
書
は
本
記
事
に
写
し
載
せ
ず
所
在

の
み
注
記
す
る
と
い
っ
た
処
理
の
事
例
は
、『
年
中
記
録
』
と
い
う
寺
務
記

録
の
総
括
的
な
性
格
を
表
す
も
の
だ
ろ
う
。
な
お
、『
年
中
記
録
』
が
清
書

さ
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
、
佐
藤
瑛
子
氏
は
「
江
戸
時
代
の
天
龍
寺
」（
奈
良

本
辰
也
編
『
天
龍
寺
』（
東
洋
文
化
社
、
一
九
七
八
年
））
の
な
か
で
前
掲
記

事
を
引
用
し
、
前
年
文
化
一
二
年
一
月
に
仏
殿
・
法
堂
等
が
焼
け
落
ち
た
火

災
後
、
焼
失
を
免
れ
た
文
書
の
整
理
と
と
も
に
行
わ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
。『
年
中
記
録
』
と
い
う
寺
務
日
誌
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
今
後

な
お
検
討
を
加
え
て
別
に
論
じ
た
い
。

（
４
）〈
図
１
〉
参
照
。
同
挿
絵
は
画
面
の
奥
全
体
に
嵐
山
、
左
上
に
法
輪
寺
、
中
央

に
大
井
川
と
渡
月
橋
の
大
橋
・
小
橋
を
眺
望
す
る
俯
瞰
図
で
あ
る
。
同
図
の

構
図
は
、
当
時
の
人
び
と
が
嵐
山
に
み
た
景
観
を
投
影
し
た
も
の
と
い
え
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
論
じ
た
い
。
ま
た
、
同
図
は
花
の
頃
の
嵐
山

を
描
く
と
同
時
に
、
詞
書
に

近
年
下
嵯
峨
法
輪
寺
に
三
月
十
三
日
十
三
歳
な
る
男
女
都
鄙
よ
り
来
て

群
集
大
方
な
ら
ず
、
本
尊
虚
空
蔵
菩
薩
に
福
智
満
の
知
恵
を
貰
ふ
と
て

年
々
に
増
て
参
る
な
り
、
こ
れ
を
十
三
参
と
い
ふ

と
あ
る
と
お
り
、
法
輪
寺
の
十
三
参
り
の
情
景
を
描
い
た
絵
と
も
い
え
る
。

安
永
期
以
降
に
成
立
す
る
法
輪
寺
の
十
三
参
り
は
、
近
世
の
名
所
〈
嵐
山
〉
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と
い
う
空
間
を
構
成
す
る
要
素
と
な
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
後

稿
に
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
５
）
京
都
市
編
『
史
料
京
都
の
歴
史
』
第
五
巻
（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）

（
６
）
三
軒
屋
は
、
名
所
案
内
記
等
で
「
三
軒
茶
屋
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、『
年
中
記
録
』
に
は
一
貫
し
て
「
三
軒
屋
」
と
記
録
さ
れ
い
る
た
め
、

本
稿
で
は
「
三
軒
屋
」
で
統
一
す
る
。

（
７
）
但
し
、
文
脈
の
な
か
で
、
特
に
天
龍
寺
門
前
の
者
が
営
ん
だ
日
切
茶
店
の
み

を
指
し
て
狭
義
に
用
い
る
場
合
も
あ
る
。

（
８
）
こ
の
こ
と
は
、
天
龍
寺
文
書
に
伝
わ
る
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）「
天
龍
寺
境

内
惣
支
配
所
六
ヶ
村
麁
絵
図
」、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）「
川
内
出
入
裁
許

絵
図
」
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（
９
）
法
輪
寺
は
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
か
ら
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
ま
で

の
間
に
、
居
開
帳
六
回
、
大
坂
等
で
出
開
帳
四
回
を
催
し
て
い
る
。
同
寺
の

開
帳
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
で
別
に
論
じ
る
。

（
10
）〈
表
１
〉〈
表
２
〉〈
表
３
〉
参
照
。
同
表
に
み
る
出
店
人
の
う
ち
、
北
野
の

「
鯉
屋
」「
紅
葉
屋
」「
海
老
屋
」「
三
ッ
扇
屋
」
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
の
北

野
天
満
宮
の
「
北
野
境
内
願
書
抜
書
」「
支
配
方
抜
書
・
乾
」
に
そ
の
名
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
会
編
『
北
野
天
満
宮
史
料
』

目
代
記
録
（
一
九
七
五
年
））。
同
史
料
に
収
め
ら
れ
た
目
代
宛
の
茶
店
赦
免

願
に
よ
る
と
、
享
保
年
間
す
で
に
、
北
野
社
門
前
の
「
鯉
屋
又
兵
衛
」
ら
は

地
元
の
北
野
社
境
内
に
お
い
て
毎
年
日
切
茶
店
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

（
11
）
法
輪
寺
開
帳
に
付
随
す
る
場
合
、
出
店
人
は
別
に
法
輪
寺
へ
も
赦
免
を
願
い

出
た
（『
法
輪
寺
文
書
』）。

（
12
）
法
輪
寺
門
前
は
人
数
六
〇
名
程
度
、
家
数
は
一
〇
軒
前
後
で
、
う
ち
数
軒
が

参
拝
人
や
往
来
人
を
目
当
て
に
茶
店
を
営
ん
で
い
た
（『
法
輪
寺
文
書
』）。

こ
れ
と
は
別
に
、
法
輪
寺
門
前
の
者
は
境
外
の
大
井
川
の
河
岸
へ
、
天
龍
寺

に
地
代
を
納
め
て
日
切
．
．

茶
店
を
営
ん
だ
。
法
輪
寺
門
前
人
の
出
店
は
、
天
明

元
年
（
一
七
八
一
）
か
ら
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
ま
で
、
ほ
ぼ
例
年
の
よ

う
に
毎
回
一
軒
み
ら
れ
る
。
法
輪
寺
門
前
の
出
店
人
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関

係
で
別
に
論
じ
た
い
。

（
13
）
嵐
山
の
花
盛
り
に
つ
い
て
、『
年
中
記
録
』
に
は
、
京
都
所
司
代
や
町
奉
行
ら

の
嵯
峨
方
面
巡
見
を
前
に
、
雑
色
五
十
嵐
氏
か
ら
「
花
盛
之
節
」
の
問
い
合

わ
せ
を
受
け
、
天
龍
寺
が
「
花
之
義
六
日
比
宜
」
等
と
返
答
す
る
事
例
が
し

ば
し
ば
書
き
留
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
嵐
山
の
花
盛
り

（
＝
花
見
頃
）
は
お
お
む
ね
三
月
上
旬
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
14
）『
年
中
記
録
』
に
お
い
て
は
、
同
例
を
初
見
と
し
て
、
翌
宝
暦
一
一
年
三
月
八

日
条
に
も
同
様
の
禁
札
が
立
て
置
か
れ
た
と
い
う
記
録
が
み
ら
れ
る
。

（
15
）『
年
中
記
録
』
に
お
い
て
、
春
二
月
か
ら
四
月
以
外
の
時
季
に
日
切
茶
店
が
出

店
さ
れ
た
事
例
は
、
享
保
元
年
八
月
と
宝
暦
八
年
九
月
の
僅
か
二
例
―
し
か

も
二
例
と
も
法
輪
寺
の
開
帳
期
間
中
の
出
店
―
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
嵐
山
は
古
代
以
来
紅
葉
の
名
所
と
し
て
も
名
高
か
っ
た
が
、
近
世
―

『
年
中
記
録
』
の
時
代
の
嵐
山
で
は
、
紅
葉
狩
り
に
訪
れ
る
人
び
と
を
目
当

て
に
日
切
茶
店
が
出
店
さ
れ
た
と
い
う
事
例
は
ま
っ
た
く
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に
重
ね
て
論
じ
た
い
。

（
16
）〈
表
２
〉
参
照
。
同
年
に
は
、
別
に
「
身
拭
神
事
ニ
一
日
出
之
者
共
」
も
出
店

し
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
三
月
一
九
日
の
嵯
峨
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
の
御

身
拭
は
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
刊
『
日
次
記
事
』
や
貞
享
二
年
（
一
六

八
五
）
刊
『
京
羽
二
重
』
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
京
都
の
代
表
的
な
年
中
行

事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
身
拭
神
事
ニ
一
日
出
之
者
共
」
と
は
、
寺
社

の
縁
日
・
神
事
の
当
日
に
限
っ
て
営
業
す
る
一
服
一
銭
的
な
露
店
商
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
者
た
ち
か
ら
も
地
代
と
し
て
銭
二
〇
文
が
天
龍
寺

へ
納
め
ら
れ
た
。

（
17
）
と
き
に
は
「
花
相
撲
」
と
も
称
さ
れ
る
相
撲
興
行
に
あ
た
っ
て
は
、
京
都
日
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切
茶
店
の
出
店
手
続
き
と
同
様
に
、
ま
ず
興
行
人
が
天
龍
寺
へ
赦
免
を
願
い

出
、
つ
い
で
両
者
か
ら
町
奉
行
所
へ
興
行
願
が
差
し
出
さ
れ
た
。『
年
中
記

録
』
天
保
一
一
年
二
月
一
六
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

一
、
小
屋
町
若
ヶ
濱
藤
四
郎
相
模
願
　
公
辺
江
附
添
願
書
如
左
　
　
　
　

口
上
覚

一
、
当
寺
境
内
大
井
川
度
月
橋
上
手
芝
間
ニ
而
、
来
廿
五
日
相
模
興
行

仕
度
段
、
相
模
方
之
者
共
よ
り
御
願
可
申
上
候
、
右
場
所
之
義
、

於
当
寺
別
条
無
御
座
候
間
、
願
之
通
被
仰
付
被
下
候
様
仕
度
奉
存

候
、
以
上

二
月
十
六
日

天
龍
寺
役
人

小
林
久
三
郎
印

御
奉
行
所

ま
た
、
こ
れ
も
日
切
茶
店
と
同
様
に
、
興
業
人
は
天
龍
寺
へ
地
代
を
納
め
た
。

『
天
龍
常
住
納
下
帳
』
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
三
月
納
に
は
、「
相
撲
興
行

冥
加
料
」
と
し
て
銭
二
貫
文
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
以
降
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
ま
で
「
市
掛

惣
代
」
と
し
て
し
ば
し
ば
名
の
み
え
る
船
屋
権
七
に
つ
い
て
、
安
永
九
年

（
一
七
八
〇
）
三
月
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
嵐
山
に
出
店
中
の
船
屋
権
七
が

「
真
如
堂
」
の
開
帳
に
と
も
な
い
東
山
へ
帰．
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（『
年
中
記
録
』
安
永
九
年
三
月
二
一
日
条
）。

廿
一
日
、
市
掛
船
屋
権
七
義
、
真
如
堂
ニ
開
帳
有
之
帰
度
ニ
付
願
、
日

限
中
者
小
屋
ニ
茶
店
出
置
旨
断
届

同
記
事
か
ら
、
船
屋
権
七
の
在
所
は
東
山
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、

寛
政
年
間
以
降
に
現
れ
る
同
屋
号
の
船
屋
三
郎
兵
衛
の
在
所
は
東
山
黒
谷
門

前
で
あ
る
。
但
し
、
権
七
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。

文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
以
降
に
名
の
み
え
る
稲
荷
山
の
「
竹
八
」
は

「
竹
屋
八
左
衛
門
」
あ
る
い
は
「
竹
屋
八
右
衛
門
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

『
稲
荷
神
社
史
料
』
第
六
輯
（
稲
荷
神
社
社
務
所
、
昭
和
一
一
年
）
に
収
め

ら
れ
た
嘉
永
七
年
一
月
付
け
の
請
書
に
よ
れ
ば
、「
鍵
屋
長
右
衛
門
」
と

「
竹
屋
八
左
衛
門
」
は
、
稲
荷
社
の
初
午
の
縁
日
の
期
間
、「
茶
屋
」
を
営
業

す
る
者
の
惣
代
と
し
て
出
店
人
か
ら
「
地
子
」
を
取
り
集
め
稲
荷
社
へ
納
め

る
役
を
請
け
負
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
管
見
の
限
り
で
も
、
鍵
屋
長
右
衛

門
と
竹
屋
八
左
衛
門
の
両
名
は
、『
伏
見
稲
荷
大
社
文
書
』
天
明
七
年
（
一

七
八
七
）
六
月
八
日
付
け
「
茶
屋
御
支
配
　
御
月
番
様
」
宛
一
札
証
文
に
差

出
人
と
し
て
、
ま
た
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
八
月
付
け
の
誓
約
書
に

「
御
境
内
茶
屋
　
年
寄
」
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（『
史
料
京
都
の
歴

史
』
第
一
六
巻
（
平
凡
社
、
平
成
三
年
））。
ま
た
、「
鍵
屋
長
右
衛
門
」
は
、

享
保
一
五
年
の
出
店
例
に
も
同
名
を
み
た
。
時
代
の
隔
た
り
が
あ
る
た
め
、

同
一
人
物
で
は
な
い
に
せ
よ
、
在
所
も
同
一
で
あ
り
、
ま
ず
同
家
の
者
と
推

定
で
き
よ
う
。
そ
の
ほ
か
、『
稲
荷
神
社
史
料
』
第
六
輯
の
「
初
巳
午
両
日

山
内
茶
見
世
地
子
上
納
留
」
に
は
、
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
分
と
し
て

「
一
、
壱
貫
文
（

）

○
船
権
場
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

船
屋
や
竹
屋
は
遠
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
嵐
山
へ
出
張
っ
て
き
て
出
店
し
た
。

『
年
中
記
録
』
の
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
六
月
一
三
日
条
に
は
次
の
よ
う

に
み
え
る
。

○
舟
屋
権
七
よ
り
当
春
市
掛
之
小
屋
道
具
、
栖
林
（
塔
頭
栖
林
軒
）
前

東
之
□
ニ
形
付
有
之
候
処
、
何
卒
其
侭
に
て
御
境
内
ニ
御
差
置
被
下

度
之
義
、
役
人
江
向
相
願
来
、
許
容

同
記
事
に
よ
れ
ば
、
船
屋
の
「
当
春
市
掛
之
小
屋
道
具
」
は
―
翌
春
の
出
店

に
備
え
て
だ
ろ
う
―
天
龍
寺
の
赦
し
を
得
て
境
内
に
「
形
付
」
残
し
置
か
れ

た
。
同
記
録
か
ら
も
、
遠
方
よ
り
諸
道
具
類
を
運
ぶ
手
間
暇
が
偲
ば
れ
る
が
、

嵐
山
で
の
日
切
茶
店
営
業
は
そ
れ
だ
け
の
利
益
が
あ
が
っ
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
な
お
、
こ
の
類
の
記
事
は
他
に
み
ら
れ
な
い
た
め
、
例
年
同
様
で
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
状
況
を
生
ん
だ
背
景

当
時
五
百
文

未
三
百
文
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に
、
花
の
嵐
山
の
に
ぎ
わ
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
19
）
京
都
町
触
研
究
会
編
『
京
都
町
触
集
成
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四

年
）﹇
六
八
八
﹈

（
20
）『
年
中
記
録
』
安
永
二
年
三
月
三
日
条

（
21
）〈
表
一
〉
に
お
い
て
、
天
明
元
年
の
京
都
日
切
茶
店
の
出
店
数
は
次
の
記
事
に

よ
り
仮
に
一
九
軒
と
し
た
（『
年
中
記
録
』
天
明
元
年
三
月
一
八
日
条
）。

十
八
日
、
法
輪
寺
開
帳
ニ
付
、
十
五
日
よ
り
之
処
十
三
日
よ
り
市
掛
、

今
日
不
残
市
掛
之
者
印
形
相
済
、
都
合
十
九
員
也
見
于
訴
訟
之
冊
子

同
記
事
に
お
い
て
、「
市
掛
之
者
」
は
市
掛
仲
間
を
指
す
。
但
し
、「
都
合
十

九
員
」
の
な
か
に
は
、
天
龍
寺
門
前
の
出
店
人
や
法
輪
寺
門
前
の
久
兵
衛
も

含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
捨
て
ら
れ
な
い
。

（
22
）『
京
都
町
触
集
成
』
第
六
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）﹇
六
一
八
﹈﹇
一
二

四
〇
﹈

（
23
）『
年
中
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
三
軒
屋
は
茶
屋
業
の
ほ
か
に
、
黒
木
屋
と
し
て
大

井
川
を
下
る
筏
積
薪
等
の
卸
売
り
業
も
営
ん
だ
。
ま
た
、
三
軒
屋
は
天
龍
寺

か
ら
渡
船
を
預
か
っ
て
大
井
川
の
舟
渡
し
に
従
事
し
た
り
、
あ
る
い
は
寺
領

山
林
の
見
廻
り
役
を
任
さ
れ
る
な
ど
、
天
龍
寺
の
在
家
役
者
を
務
め
る
家
で

も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
三
軒
屋
は
天
龍
寺
門
前
に
お
け
る
中
世

以
来
の
有
力
家
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

（
24
）
駒
敏
郎
・
村
井
康
郎
・
森
谷
尅
久
編
『
史
料
京
都
見
聞
記
』
第
一
巻
（
平
凡

社
、
一
九
九
一
年
）

（
25
）
名
所
案
内
記
の
類
で
は
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
刊
の
『
都
名
所
図
会
』

（『
新
修
京
都
叢
書
』
第
五
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
七
六
年
））
の
挿
絵
に

「
三
軒
茶
屋
」
が
描
か
れ
て
い
る
ほ
か
、
天
明
六
年
（
一
七
八
四
）
再
版
の

『
京
城
勝
覧
』（『
新
修
京
都
叢
書
』
第
五
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
七
一
年
））

に
「
此
河
上
に
三
軒
あ
り
三
軒
茶
屋
と
い
ふ
。
景
よ
し
前
に
大
井
河
。
む
か

ひ
に
嵐
山
戸
灘
瀬
の
瀧
見
ゆ
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）
但
し
、『
年
中
記
録
』
に
お
い
て
は
、
三
軒
屋
が
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
号
で
呼
称
さ

れ
た
例
を
見
出
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
雪
月
花
」
と
い
う
屋
号
は
あ
く

ま
で
商
用
の
呼
称
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
27
）『
新
撰
京
都
叢
書
』
第
一
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）

（
28
）『
頼
山
陽
全
書
』
全
傳
下
巻
（
頼
山
陽
先
生
遺
蹟
顕
彰
會
、
一
九
三
一
年
）

（
29
）『
京
都
町
触
集
成
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）﹇
六
七
二
﹈
安
永

元
年
六
月
﹇
古
﹈

洛
中
洛
外
其
外
所
々
ニ
而
寄
宿
并
貸
座
敷
旅
人
宿
諸
商
人
之
宿
い
た
し

候
者
共
ハ
、
高
倉
二
条
下
町
寄
宿
并
貸
座
敷
改
会
所
印
札
請
渡
世
致
候

様
相
触
置
候
処
、
未
印
札
不
請
、
是
迄
之
通
ニ
い
た
し
罷
在
候
者
共
も

有
之
、
取
〆
不
申
〔
﹇
三
﹈

候
間
、
印
札
請
致
渡
世
候
者
共
者
、
来
ル
廿
日

迄
之
内
ニ
会
所
へ
罷
越
、
印
札
受
可
申
候
〕
且
又
此
度
会
所
申
付
已
後

是
ま
て
貸
座
敷
所
持
之
者
と
も
借
屋
並
之
請
状
仕
替
候
者
も
有
之
趣
、

右
会
所
之
も
の
共
申
出
候
、
依
之
寄
宿
并
都
而
貸
座
敷
之
分
、
旅
人
宿

諸
商
人
之
宿
い
た
し
候
者
共
有
無
町
限
承
糺
、
印
形
之
書
付
取
之
、
是

又
来
ル
廿
﹇
三
﹈

日
迄
可
差
出
事

辰
六
月
〔
﹇
三
﹈

六
日
〕（
以
下
略
）

（
30
）『
年
中
記
録
』
安
永
元
年
八
月
一
日
条

（
31
）
駒
敏
郎
・
村
井
康
郎
・
森
谷
尅
久
編
『
史
料
京
都
見
聞
記
』
第
三
巻
（
平
凡

社
、
一
九
九
一
年
）

（
32
）
天
明
の
京
都
大
火
の
被
害
に
つ
い
て
、『
古
久
保
家
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
洛

中
・
洛
外
を
合
わ
せ
て
焼
失
町
数
一
四
二
四
町
、
焼
失
家
数
三
六
七
九
七
軒
、

焼
失
寺
院
二
〇
一
、
焼
失
神
社
三
七
に
及
ん
だ
。

（
33
）『
京
都
町
触
集
成
』
第
八
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）﹇
三
〇
八
﹈

（
34
）
塚
本
哲
三
編
『
閑
田
耕
筆
』（
有
朋
堂
書
店
、
一
九
一
八
年
）

（
35
）『
閑
田
耕
筆
』
に
は
「
大
か
た
の
人
は
御
室
に
聚
り
、
帷
幕
数
十
百
を
も
て
算

へ
し
に
、
今
か
し
こ
は
お
と
ろ
へ
」
と
、
西
山
の
花
見
の
名
所
が
御
室
か
ら
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嵐
山
へ
移
り
変
わ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
―

単
に
人
び
と
の
趣
向
が
変
わ
っ
た
だ
け
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
に
慎
重
に

考
察
し
た
い
。

（
36
）
同
年
三
月
一
一
日
条
に
は
、
門
前
両
町
の
出
店
人
と
は
別
に
、「
平
焼
商
人
」

か
ら
も
桜
苗
植
え
付
け
の
請
書
が
差
し
出
さ
れ
た
旨
書
き
留
め
ら
れ
て
い

る
。「
平
焼
商
人
」
が
何
者
で
あ
る
か
定
か
で
な
い
が
、
天
龍
寺
支
配
の
川

端
村
な
ど
、
同
寺
へ
納
め
る
地
代
を
減
免
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。

（
37
）
嵐
山
へ
桜
を
植
え
付
け
る
営
み
に
つ
い
て
は
、
門
前
日
切
茶
店
の
出
店
人
の

ほ
か
、
天
龍
寺
や
町
人
の
寄
進
に
よ
る
も
の
も
含
め
て
、
後
稿
に
論
じ
た

い
。

（
38
）『
京
都
町
触
集
成
』
第
一
〇
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）﹇
一
三
三
﹈

（
39
）
少
な
く
と
も
、
両
者
の
「
対
談
」
が
、
門
前
日
切
茶
店
側
の
妥
協
（
例
え
ば
、

営
業
の
簡
素
化
や
市
掛
仲
間
へ
の
納
銭
）
を
と
も
な
う
方
向
で
調
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。




